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午前９時３０分 開会 

 

○委員長（高尾靖子君） 

  皆様、おはようございます。 

  １２月議会も今日と１７日、あと２日と

なってまいりました。朝夕、冷え込んでま

いりましたけども、元気よく最後まで審査

をしっかりしていきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、ただいまの出席委員は６名で

あります。定足数に達しておりますので、

福祉教育常任委員会を開会いたします。 

  新型コロナウイルス感染症対策で、委員

間の距離を取るため、通常の席から変更し

ております。皆様にはマスクの着用をして

いただいておりますが、発言の際にもマス

クの着用のままでお願いいたします。 

  また、傍聴につきましては、スペースの

関係上、第１会議室にて音声傍聴の形を取

らせていただきますので、御了承願います。 

  では、委員会の開会に当たりまして、町

長の御挨拶があります。よろしくお願いい

たします。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  皆さん、おはようございます。 

  今、委員からもございましたとおり、寒

さが本当に厳しくなってまいりました。た

だ今週は少し緩むということでございます

けれども、今回提案をさせていただいてお

ります案件につきまして、丁寧に御説明を

させていただきたいと存じますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

  甚だ簡単ではございますけれども、冒頭

の御挨拶とさせていただきます。 

  ありがとうございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の審査日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  １、令和３年豊能町議会１２月定例会議

付託案件についてを議題といたします。 

  第４６号議案、豊能町税条例改正の件を

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  泊税務課長、お願いいたします。 

○税務課長（泊 進君） 

  おはようございます。税務課の泊です。 

  それでは、第４６号議案、豊能町税条例

等改正の件について御説明申し上げます。 

  議案書の２ページをお開きください。 

  本件は地方税法等の改正に伴い、本町税

条例において所要の改正を行うものでござ

います。 

  それでは、条例の概要説明資料及び新旧

対照表に沿って御説明を申し上げますので、

概要説明資料、新旧対照表も併せて御覧く

ださい。 

  概要説明資料、左下の改正内容、個人町

民税の１、寄附金税額控除の控除対象の見

直しについて、また、新旧対照表の１ペー

ジ、上から９行目以降に当たる部分ですが、

これは国税の改正で特定公益増進法人など

に対する寄附金の寄附金控除及び所得税額

の特別控除について、その対象となる寄附

金から出資に関する業務に充てることが明

らかな寄附金が除外されたことに伴い、個

人町民税においても同様に改正するもので

す。 

  続きまして、概要説明資料の２、医療費

控除の特例の適用期限の延長について、新

旧対照表の２ページ目の下から３行目、附

則の第６条に関する改正です。 

  セルフメディケーションとは、自分自身

で病状の診断を行い、市販の薬等を購入し

て治療に当たるものとされていますが、健

康の維持増進や疾病の予防への取組として、
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医療用から転用された医薬品を一定額以上

購入した場合に、これらの購入に要した費

用を医療費控除の対象とするものです。 

  今回の改正では、この適用期限を令和４

年度から令和９年度まで延長するものです。 

  続きまして、概要説明資料の３、均等割、

所得割の非課税限度額の算定における扶養

親族の範囲の見直しについて、新旧対照表

の１ページ、第２４条及び新旧対照表の２

ページ、附則の第５条に関する改正ですが、

個人町民税の均等割と所得割の非課税限度

額の算定において、扶養親族の範囲を１６

歳未満の者及び控除対象扶養親族と明確に

したものです。 

  また、新旧対照表の１ページから２ペー

ジにかけて、個人の町民税に係る公的年金

等受給者の扶養親族申告書における扶養親

族の定義を控除対象扶養親族を除くから、

年齢１６歳未満の者として年齢を明確にす

るとともに、文言の整理等を行っています。 

  なお、寄附金及び医療費に関する改正は、

令和４年１月１日から、また均等割、所得

割に関する改正は令和６年１月１日からの

施行となります。 

  説明は以上です。 

  よろしく御審査いただきますようお願い

いたします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。 

  説明が終わりました。 

  これより、本件に対する質疑を行います。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  おはようございます。永谷でございます。 

  今、説明がございましたけれども、議案

書３ページに第２４条第２項の上のほうか

ら下の附則第６条まで約５点ぐらい、改正

の関係でこのように改正しますと聞いたん

ですけれども、これに至る背景、こういう

ことがあって上位法が変わりましたと、こ

れによって町の条例も変えるということで

認識しているんですけれども、もし分かれ

ば、何でこのように改正されるのか、その

背景について、もし分かればお願いしたい

と思います。 

○委員長（高尾靖子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  今回の条例改正の背景ですが、寄附金に

関しましては、特定公益に関する寄附につ

いて控除対象を明確にしたもの。 

  また、医療費に関しましては、対象期間

の延長を図ったものとなっています。 

  その他、特に均等割や所得割に関する非

課税の範囲についての改正ですが、これは

所得税における扶養親族の考え方に関して、

税法上の整理が行われたことに関連するも

のとなっています。 

  税法上、扶養親族は１６歳未満と１６歳

以上で大きく２つに分けることができます。

１６歳未満の方については、児童手当の支

給対象であることから、税法上の扶養控除

を受けることができません。一方、１６歳

以上の方につきましては、控除対象扶養親

族という税法上の取扱いになり、年齢によ

って細かく区分されています。この区分は

１６歳以上でかつ１９歳以上２３歳未満の

方を特定扶養親族として一般の扶養控除よ

り高めの控除額が設定されています。また、

７０歳以上の方を老人扶養親族として、同

じく高めの控除額が設定されています。こ

れらを除く残りの年齢の方が一般の扶養親

族となっています。 

  今回の所得税の改正では、これらの区分

に加えて、さらに細かく区分され、３０歳

以上から７０歳未満の方のうち、国外に居

住する方を扶養控除の対象から除くことが
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追加されました。この理由としては、国外

に居住される方の中には、生活のために現

地で就労し、一定の収入があるものと考え

ることができますが、その十分な確認がで

きていないままこれまで扶養控除が適用さ

れていたという背景がありました。 

  ただしこの３０歳以上７０歳未満の国外

に居住する方の中にも、勉学のために留学

している留学生の方や障害者の方、また、

実際に仕送りをして年間３８万円以上の送

金を受けられている方に関しては、一定の

書類を準備して申請することによって、引

き続き控除対象の扶養親族とすることがで

きるものとしています。 

  住民税においては、扶養親族に関する考

え方を所得税に準拠するものとされていま

すので、今回の所得税における扶養親族に

関する考え方が整理されたことに伴って、

本町の条例においても改正が必要な箇所の

文言整理等を行ったものです。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかにございませんか。 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  今、お話があった医療費の控除の特例、

これを見ていたら難しいことをごちゃごち

ゃと書いているんですよね。何か限定され

たということですね。控除対象扶養親族、

これは１６歳未満の者に限るようになった

んですよね。今、お話を聞いていたら、１

６歳から１９歳と、上ほどたくさん控除さ

れるのかな。何か確定申告を書いていても

分からへんな、あれ。だから生年月日を書

いたらｅ－Ｔａｘやったら勝手に向こうが

するから何のこっちゃ分からんけど、放り

込んだら勝手に計算しているみたいだけど。 

  もう一つ、そこの式に１を足してどうの

こうのと、何でその１を足しているのかと

か、そこら何のことを言っているのかよく

分からないねんね。公式やとは思うけど、

何で１を足しているんですかね。それは旧

法でも１を足しているみたいな感じやけど、

その１は何なんですか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  委員がおっしゃっている扶養親族の算定

とかの所得割とか均等割の非課税の算定に

おいて１を加えるという部分ですね。その

１というのは、一応本人の１ということに

なります。 

○委員長（高尾靖子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  あえて、じゃあそこに限定しているとい

うから、多分、１５歳台ということは中学

生までやねということは分かるんですよ。

それ以降も高校生は扶養しているし、大学

生だって扶養しているじゃないですか。た

だ、年齢だけでいくと、高校生で働いてい

る人もおるもんね、現実には。その人は関

係なくなるのかな、収入があるから。と思

うけど、何で分けているんですかね、小中

学校までの人と、高校生と大学生、何かそ

んな区分で分けているような気がするんや

けど。 

○委員長（高尾靖子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  年齢による区分についてのことだと思う

んですけども、１６歳未満の方に関しては、

一応児童扶養手当の支給対象であることか

ら、扶養控除、扶養控除は所得から差し引

かれる金額になるんですけども、そういっ

た分が適用されないと。ただ、１６歳以上
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に関しては、それぞれ、先ほど委員がおっ

しゃったみたいに、年齢によって、例えば、

３８万円であるとか、３３万であるとか、

年齢によって控除額が変わって、それぞれ

適切な形で計算されるということになりま

す。 

○委員長（高尾靖子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  税額の話はちょっと難しいから僕らもよ

く分からないといったら分からないんです

よ。実際に確定申告で持っていったときに、

お子さんもうちはたくさんおるから、何歳

ですかと、生年月日を言ったら分かるみた

いやけど。何か区分けはしているなという

ことだけは分かっていたんやけどね。今は

ｅ－Ｔａｘだからそんなことは考えないで

やっていますけど、何でかなとずっと思っ

ていた。ここへ来て、今、１６歳に限定し

ますというから、じゃあ扶養している人み

んなじゃないのねという疑問があったとい

うことです。難しいからやめときます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  答弁はよろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

（質疑なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  ないようですので、質疑を終結いたしま

す。 

  これより討論を行います。 

（討論なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（高尾靖子君） 

  挙手全員であります。よって第４６号議

案は原案のとおり可決されました。 

  次に行きます。第４７号議案、豊能町特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準を定める条例改正の件を議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  おはようございます。こども育成課の竹

内です。 

  それでは、第４７号議案、豊能町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準を定める条例改正の件につきま

して御説明いたします。 

  それでは、議案書概要説明書及び新旧対

照表も併せて御覧ください。 

  ただ、今回の改正は、条文の追加、削除

が多くございます。お配りしましたＡ４両

面で印刷しました豊能町特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準

を定める条例改正説明資料に基づいて御説

明いたします。よろしくお願いいたします。 

  提案理由は、特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準の改正に

伴い所要の改正を行うものです。 

  それでは、説明資料にて御説明させてい

ただきますので御覧ください。 

  まず、改正内容の用語について、施設等

を御説明いたします。 

  説明資料の裏面２ページの参考を御覧く

ださい。 

  特定教育・保育施設は、町から施設型給

付を受ける私立の認定こども園、幼稚園、

保育所のことです。 

  次に、特定地域型保育事業は、家庭的保



5 

育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育

事業、事業所内保育事業で、町から施設給

付費を受けているものです。 

  最後に、特定子ども・子育て支援施設と

は、先ほどの特定教育・保育施設以外の認

可外の幼稚園、保育所などになります。 

  説明資料の表面１ページにお戻りくださ

い。 

  ①条文の追加でございますが、今回、特

定教育・保育施設、特定地域型保育事業、

特定子ども・子育て支援施設を運営する事

業者等やその施設を利用する保護者が書面

作成が必要なものや書面作成が想定される

ものについては、第６２条を追加すること

により、電磁的記録により行うことができ

るようになりました。 

  これまでも電子情報処理として記載はあ

りましたが、特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業者に対してでした。今回の

改正で、特定子ども・子育て支援施設が追

加されました。 

  次の説明資料の②条文の削除についてで

ございますが、第６２条が追加されたこと

により、これまで第５条第２項で、特定教

育・保育施設では、利用申込みの際の説明

時に交付する文書について、電磁的方法が

できることを定めていましたが、不要にな

りましたので削除されました。 

  また、第３８条第２項は、特定教育・保

育施設を特定地域型保育事業者と読み替え

る規定でしたが、同様に６２条が追加され

たことに伴い不要となりましたので削除さ

れました。 

  第６２条を電磁的記録としたことに伴い、

これまでの委任が第６３条になります。 

  施行は公布の日からとしております。 

  なお、改正内容を御説明しましたが、本

町におきましても、国の基準制定に基づき、

平成２６年度にこの条例を制定しておりま

すが、現在のところ、本条例に該当する特

定教育・保育施設、特定地域型保育事業、

特定子ども・子育て支援施設の事業所は町

内にはございません。 

  御説明は以上です。 

  御審査の上、御決定いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。 

  提案説明が終わりました。 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  永谷です。 

  前も聞きましたけれども、電磁的記録、

ここには電子的とか書いておりますけれど

も、再度確認したいので、どういうものか

教えてください。 

○委員長（高尾靖子君） 

  竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課、竹内です。 

  電磁的記録とは、インターネット等を通

じて電子メールで送信する方法や、Ｗｅｂ

サイト、ホームページに情報を開示し、こ

れを読み取ったりダウンロードしたりでき

る方法、また、情報ツールについては、Ｄ

ＶＤやＩＣカード等の記録媒体を使用する、

このように言われております。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  次にその他、人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られた記録とい

うのはどういうものになるんですか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 
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  こども育成課、竹内です。 

  いわゆる、電子データと言われるものが

該当いたします。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  続いて違う質問ですけれども、今回、豊

能町につきましては、事業所がないという

ことを聞いたんですけれども、もしあった

場合、具体的な書類を提出せいと書いてあ

るんですけども、例えばどういうような書

類が必要なのか。参考ですけどね。参考で

分かれば教えてください。 

○委員長（高尾靖子君） 

  竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  まず、施設が作成して町に出すというこ

とになれば、子どものための教育・保育給

付費請求書、そのようなものが該当します。 

  あとは保護者とその園、その施設との間

であれば、保護者さんがその園に申請する

入園申込書であるとか、入園願書とか、そ

ういう種類の書類が該当すると思います。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  すみません、私、新人で分からないんで

すけども、電子となりますと、役場の時間

外でもそれを作成して送るということはで

きるんでしょうか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  竹内こども育成課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  その提出については、仮に期限が決まっ

ているものであれば、その期限内であれば、

役場が終わった時間の後でも提出は可能と

思います。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかにございませんか。 

（質疑なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  ないようですので、質疑を終結いたしま

す。 

  これより討論を行います。 

（討論なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（高尾靖子君） 

  挙手全員であります。よって第４７号議

案は原案のとおり可決されました。 

  次に行きます。第４９号議案、豊能町国

民健康保険条例改正の件を議題といたしま

す。 

  提案の理由を求めます。 

  岡本保険課長、お願いします。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  それでは、第４９号議案、豊能町国民健

康保険条例改正の件について、提案理由の

説明をいたします。 

  条例の概要を御覧ください。 

  本件につきましては、健康保険法施行令

及び国民健康保険法施行令の改正に伴い所

要の改正を行うものです。 

  改正の内容につきましては、令和４年１

月１日から産科医療補償制度の掛金が１万6,

０００円から１万2,０００円に引き下げら

れることに伴い、出産育児一時金等の支給

総額について、４２万円を維持するため、
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出産育児一時金の支給額を４０万4,０００

円から４０万8,０００円に引き上げるもの

です。 

  また、令和４年度から世帯に６歳に達す

る日以後の最初の３月３１日以前である被

保険者がある場合において、当該世帯の世

帯主に対して賦課する被保険者均等割額の

５割を軽減する措置を講じるものです。こ

れにより、被保険者一人当たり一律に算定

されていた均等割保険料について、小学校

に上がるまでの未就学児については５割軽

減されることになります。 

  説明は以上です。 

  御審査いただき、御決定賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。 

  提案説明が終わりました。 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  永谷です。 

  説明の中で、先ほどの１番は１万6,００

０円が１万2,０００円に引き下げたことか

ら、総額４２万円、それを引いて４０万8,

０００円に引き上げると聞いたんですけれ

ども、それはそれでいいんですけど、次の

２番目なんですけど、これも先ほどの税条

例改正の件で質問したんですけど、このよ

うになった背景、もし分かれば教えていた

だきたいと思います。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  この改正の趣旨ということですけれども、

昨年１２月の閣議決定を踏まえまして、現

役世代への給付が少なく、給付は高齢者中

心、負担は現役世代中心という、これまで

の社会保障の構造を見直し、全ての世代で

広く支えていく全世代対応型の社会保障制

度の構築のため、健康保険法その他の関係

法令について所要の改正が行われました。 

  今回の改正は、そのうちの子ども・子育

て支援の拡充の項目の一つとして、子ども

にかかる国民健康保険料等の均等割額の減

額措置が導入されたことによるものです。 

  ここで、子どもの均等割についてですけ

れども、医療保険制度のうち、会社勤めの

方などの被用者保険の保険料は被用者本人

の報酬額に応じて保険料が決まり、子ども

の有無や人数には影響を受けません。一方、

国民健康保険の保険料は、被保険者の所得

に応じた応能割と、世帯当たり被保険者一

人当たりで算定される応益割で構成され、

子どもを含めた被保険者の人数に応じて保

険料が増加する仕組みになっています。 

  そこで、子育て世帯の経済的負担軽減の

観点から、国、地方の取組として、国民健

康保険制度において、子どもの均等割保険

料を軽減することとされたものです。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかに質問はございませんか。 

  永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

  おはようございます。 

  ちょっと教えていただきたいんですけど、

新旧対照表で第４条のところに、町長が健

康保険法を施行令（大正１５年勅令第２４

３号）の規定を勘案しというところという

のは具体的にどういったことがあるのか、

それでこれまでこういったものが使われた

ことがあるのかお聞かせいただきたいと思

います。 

○委員長（高尾靖子君） 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  おはようございます。 
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  この規則で定めることにより、これに３

万円を上限として加算するものとするとい

う規定ですけども、これを受けまして、国

民健康保険条例の施行規則を定めておりま

す。 

  そこで今回の産科医療補償制度の掛金、

これに相当する額、現在のところ、１万6,

０００円と定めておるんですけども、これ

を改正により１万2,０００円に、認めてい

ただいた際には改正する予定をしておると

ころでございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

  これまでこの規定が使われたことという

のはあるんですか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  保健福祉部、桑原です。 

  こちらの規定につきましては使われてお

ります。まさしくその規則で定める額のこ

とでございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

  同じく、この産科医療補償制度の４２万

円というのが、近隣との状況が分かれば教

えていただけますか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  産科医療補償制度等の改正を受けまして、

他の自治体においても同じような対応が取

られているものと解しております。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかに質問はございませんか。 

（質疑なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  ないようですので、質疑を終結いたしま

す。 

  これより討論を行います。 

（討論なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（高尾靖子君） 

  挙手全員であります。よって第４９号議

案は原案のとおり可決されました。 

  次に行きます。第５１号議案、指定管理

者の指定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  おはようございます。生涯学習課、寺倉

です。 

  それでは、第５１号議案、指定管理者の

指定について御説明申し上げます。 

  本件につきましては、豊能町立スポーツ

センターシートスの現行の指定管理期間が

今年度末で終了することから、来年度以降

も、地方自治法第２４４条の２第３項の規

定による管理を行わせるものを指定したい

ので、同条第６項の規定に基づき、議会の

議決を求めるものでございます。 

  今回提案いたします指定管理者は、ＴＡ

Ｃ・日本管財共同事業体でございます。代

表団体としましては、東京都中野区中野２

丁目１４番１６号、株式会社東京アスレテ

ィッククラブ、代表取締役正村宏人氏であ

ります。構成団体としましては、兵庫県西

宮市六湛寺町９番１６号、日本管財株式会

社、代表取締役福田慎太郎氏でございます。 

  また、指定管理期間につきましては、令



9 

和４年４月１日から令和８年３月３１日ま

での４年間でございます。 

  スポーツセンターシートスにつきまして

は、平成１９年度から指定管理者により施

設を運営しておりますが、現指定管理期間

が来年、令和４年３月３１日に満了するこ

とから、新たに指定管理者を定めるもので

ございます。 

  それでは、指定管理に係る経過を御報告

いたします。 

  お配りしております資料の資料２を御覧

ください。 

  本年４月に指定管理者検討部会を立ち上

げましてから、８月１７日にシートスでの

現地説明会を行いましたところ、スポーツ

施設運営会社が９社、施設建物管理会社が

８社の合計１７社の参加がございました。 

  その後、９月６日から９月１７日までを

応募書類の提出期間と設定しまして、指定

管理者の公募を行いましたが、応募書類の

提出があったのは当団体のみでございまし

た。 

  その後、提出された申請書類について、

９月２７日に検討部会で第一次審査、書類

審査でございますけども、を行い、その審

査を基に１０月５日の指定管理者選定委員

会において、第一次審査通過者として選定

されました。 

  その後、１１月９日の選定委員会による

第二次審査では、企業側によるプレゼンテ

ーションを実施の上、選考を行いました。 

  その第一次審査及び第二次審査の結果が

資料３の採点結果でございます。 

  第一次審査では、検討部会委員５名によ

る審査となりましたが、平均点として67.６

点、第二次審査では、選定委員８名により

行いましたが、平均点68.１３点となり、そ

の結果、ＴＡＣ・日本管財共同事業体が適

正であると認められましたので、選定委員

会において、次期の指定管理者の候補とし

決定したものでございます。 

  また、ＴＡＣ・日本管財共同事業体の提

案内容としましては、資料４、最後のペー

ジですけども、資料４を御覧ください。 

  こちらにつきましては、事業の運営とい

うところで、子ども対象事業、成人対象事

業、高齢者対象事業がありますが、こちら

は現在の講師を含めた教室内容及び利用料

金を踏襲するということですので、基本的

には現在の教室名とほぼ同じであります。

若干追加されますのは、成人対象事業の中

で、親子で参加できる体操教室といったも

のが新規事業としての提案がありました。 

  また、その他の新規提案としましては、

福祉・健康増進事業としまして、ザリッツ

による健康度測定、Ｄｒセルフチェックに

よる測定会、そういった健康度の測定器を

使いまして、その方の健康度をチェックし

て、どういった運動をしたらいいかという

のをつなげるような機器でございます。そ

れとスポーツフェスタの実施などが新たな

提案としてありました。 

  また、町民へのアドバンテージの確保に

ついてというところでございますけれども、

従来の町民無料デイに加え、トップアスリ

ート招致イベントなどで町民の方の優先申

込期間を設定したり、あるいは地域密着型

施設の観点から、町内への出張による健康

運動指導なども計画されております。 

  設備面としましては、新たな提案で、車

椅子用の車輪専用洗浄機を導入しまして、

シートスの玄関等に設置すること。また、

従来のスクールバスに加え、大人用のシャ

トルバスの運行も検討するということにな

っております。 

  この団体が選定されたことについては、

ほかの自治体におけるスポーツ施設の運営

でも数多く実績を積み重ねられ、手堅い経
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営手腕と新たなトレーニングマシーンの導

入や、福祉・健康増進事業などの提案が評

価されたものと考えております。 

  説明は以上でございます。 

  御審査いただき、御決定いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  指定管理の期間が４年になっていますよ

ね。大体そんなもんですかね。５年とかよ

くやるんだけど、今までも４年でしたっけ。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  この指定管理期間につきましては、今が

第３期目で、第１期、第２期、第３期とご

ざいましたけども、この間は全て５年で設

定させていただきました。１期５年という

形で。 

  今回４年とさせていただいた経緯につい

て御説明をさせていただきます。指定管理

期間につきましては、平成１７年に指定管

理者制度導入における基本方針というのを

町で作っておるんですけども、その中で、

基本的に指定管理期間というのは２年から

５年を原則とすると、ただし初期設備投資

等で必要がある場合は５年を超える期間を

設定してもよいと、そういうことができる

というようなことを基本方針の中でうたっ

ております。 

  検討部会の中でも、何年間に設定するか

ということは大変議論があったところなん

ですけども、当初は１０年という指定管理

期間というのも議論の中でありました。最

近、まだ数多くはないですけども、徐々に

指定管理期間が１０年というのがスポーツ

施設の中で多くなってきております。 

  メリットとしましては、やはり長期的な

事業計画を立てられること、また事業計画

の途中での見直しができる、あるいは安定

した雇用を生み出せるというところがメリ

ットであるんですけれども、豊能町は今現

在、公共施設検討委員会で、シートスを含

めた施設の再編が議論されている中で、１

０年後にシートスがどうなっているかはっ

きりしない状況で、そういった指定管理期

間で公募しても、施設のほうが果たして手

を挙げてくるかという懸念がございました。 

  そういった中で、５年以下で設定すると

いうことになったわけですけれども、指定

管理期間が１年というのはほぼ全国的に見

てもない状況で、３年から５年が全国的に

約９０％を占めておるんですけども、そう

いった中で、本町におきましては、学校再

編に伴い、全小学校が空き小学校となるの

が令和８年４月１日ということで、この空

き小学校の利活用、相互連携を含めて新た

な公共施設の総合的な運営形態を検討して

いくということから、令和８年４月１日を

起点として、この４年間ということを設定

いたしました。 

  また、その令和８年４月から義務教育学

校に移行ということで、今の学校形態とは

大分変わってまいります。そういったとこ

ろで、今後、学校との連携ということも施

設として考えていかなければいけませんの

で、新しい学校形態になるところまでを一

つの期間として４年間という設定をさせて

いただきました。 

○委員長（高尾靖子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  令和８年で一旦そこで切りたいという、

そういうあれですよね。普通は長期を望む
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というのが普通、業者から言えばね。業者

が望んだわけじゃないんやね。 

  一つは、今、アルバイト、パートの人た

ちを非正規と言えば非正規なんですよね。

５年間勤めたら、正規にしないといけない

んですよね。今、そういう法になっていま

すよね。それを避けるためにわざわざ４年

で切れるようにしたのかなと思ったんです

けど、それは関係ないということですかね。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  この４年間というのは、委員がおっしゃ

ったとおり、企業側からの提案ではござい

ません。町が応募要項の中で示した条件で

ございます。 

  企業さんの雇用の関係ですので、町が非

正規から正規になるということは特に町と

しては考えて指定管理期間を設定したわけ

ではございません。 

○委員長（高尾靖子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  そしたら、今、東京ドームから派遣され

ている指導員は一旦全部解雇されるという、

そういうあれですか。引き継ぐんですか。

どうするんですか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  東京ドームの職員については、また今後

違う施設に行くのか、あるいは東京アスレ

ティックのほうと協議をして、そちらのほ

うに行かれるのか分からないですけれども、

今現在、インストラクターにつきましては、

教室内容も変えませんので、そういったイ

ンストラクター等の講師も新しい企業のほ

うに引き継ぐというような提案になってお

ります。 

○委員長（高尾靖子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  そのまま働いている会社が変わる、そう

いうふうになるねんね。要するに長期を避

けたいと、そんなことを考えているんじゃ

ないですかね、その企業は。いったん切っ

てしまうと、４年で切っておけば、５年や

ね。５年やったら正規職員にしないといけ

ないんですよね、確か。それを避けるため

に巧妙にやっているということはないです

か。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  この指定期間４年間というのは、あくま

でも町側が設定した期間ですので、企業の

雇用の問題とは直接は関係はございません。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかに。 

  吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  すみません、吉田です。 

  この新たに親子で参加できる教室って、

もし内容が分かりましたら、場所が今まで

どおり教室があったのを使うと言われて、

新たにアリーナも前からいろんな団体が利

用されているんですけども、そうやってや

っていけるものなんでしょうか。どこを考

えておられるんでしょうか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  親子体操教室、新たな事業ということで

すけど、まだ詳細につきましては、今後、



12 

議会で承認いただき、団体のほうと協議は

詰めていきますので、場所とか時間のとこ

ろまではまだ話ができていない状況ですの

で、また御報告はさせていただきます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  また内容のことで申し訳ないんですけど

も、ドクターということを書かれている場

合、あそこの福祉のところで、Ｄｒセルフ

チェックと言われているんですけども、ド

クターはもう決まっているんでしょうか。

それとも今から新たにそういう専門的な方

を選ばれるんでしょうか。ちょっと分から

ないのでお願いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  資料が説明不足で申し訳ございません。

Ｄｒセルフチェックと申しますのは、これ

は人間のドクターではございませんで、そ

ういった測定器になります。このＤｒセル

フチェック、そういう測定器に問診、あと

機器の測定データを入力しますと、予防医

療の人工頭脳、ＡＩのほうが解析結果を出

します。お体の状態等を出して、こういっ

た運動をされたほうがいいですよとかとい

うのが出てくるような測定器になります。 

○委員長（高尾靖子君） 

  吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  そうすると、専門家ではなくて、作業療

法士とか、そういう専門的な方じゃなくて、

普通の何も免許をお持ちでない方が一応立

ち会ってそういうことをやられる。それと

も興味を持たれた方が勝手に機器を使って

測定されるんでしょうか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  特にそういったお医者さんとか、理学療

法士とかがつくことはありません。 

  ただやはり初めて導入する機器ですので、

当然お客様は使い方が分からないですので、

職員のほうがそこは立ち会って説明等をさ

せていただく予定です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  もしそれで何か支障とか、またけがをさ

れたり、そういうことがないようによろし

くお願いいたします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  答弁はよろしいですか。 

  ほかに。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  永谷です。 

  指定管理制度、平成１５年の地方自治法

の一部改正によって、これは導入されたん

ですけど、大体一般的に３年から５年、先

ほど説明がございましたけど、あるんです

けれども、今回、平成８年度を見据えて４

年間としたとお聞きしました。 

  概算で結構なんですけども、お金の話は

来年になると思うんですけども、この場で

もし言えるんでしたら、概算でどれぐらい

の契約になるのか、お願いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  指定管理料につきましては、４年総額で

２億2,２００万円、単年で計算しますと5,

５５０万円になります。 

  現行の指定管理料が約5,０００万円で約
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１割上がるという形になります。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  お金の話は来年ですので、これ以上は言

いませんけれども、今回、１社だけですの

で、こういう選定委員会を立てていただき

ましたけども、結局は１社しか来なかった

という状況ですね。近隣もいろいろな施設

があって、大変厳しい経営かなというふう

に感じているんですけれども、現在、東京

ドーム５年契約で聞きましたけれども、シ

ートスの５年契約ですから平成２９年度か

らですかね、令和３年度まで、各年度の使

用状況がもし分かればお願いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉でございます。 

  施設全体の年間の利用者数で御説明させ

ていただきたいと思います。この第３期目

の最初の平成２９年度につきましては、１

年間の利用者数が１９万2,１４１人、平成

３０年度が１８万5,９９２人、令和元年度

につきましては１７万2,６５６人、令和２

年度につきましては１３万2,３７４人、こ

れはコロナの影響がございますけれども、

そういった利用状況になっております。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  コロナ関係でやっぱり利用人数が減って

いるのは理解します。 

  シートスの１社が今後は指定管理される

んですけれども、この使用状況、だんだん

減っていきますので、この契約の中身です

けど、例えば減少になって、何かプラスに

なったら町のほうに幾らかの増収があって、

もしマイナスになった場合は、町の負担は

どんな感じなんですかね。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  今回、企業からの提案の中で、計画を上

回る収入増になった場合、つまり収益が出

た場合はどうするかというところで提案も

いただいたんですけども、その提案内容は

黒字収益から利用者の方へ還元ということ

で、新しい設備の導入、あるいは新しいイ

ベント数を増やすということと、施設の修

繕というところで利用者還元を考えておる

というところでございます。 

  もし利用料の収入が減であった場合、想

定よりも低かった場合というのは、特に利

用者が少なかったから町から補塡をすると

かというのはしないということを基本協定

書の中で盛り込んでおります。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  前から言われていることですけど、町内

使用者の方と、町外使用者の方の利用料金

が同一と、これを何とか変えていかないと

あかんというふうに思うんです。これはず

っと前からお話があったと思うんですけど

も、またこれ令和４年４月１日から指定管

理を新しくされて、また一緒の価格、そう

いう考えでまたするんですか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  利用料金は条例のほうで定めて、それを

上限としてシートスの設定するということ

になっております。 

  利用料金の町内、町外の差ですけども、

団体利用、個人利用共にアリーナ、ジム等
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につきましては、町外の方は町民の方の２

倍というような設定をさせていただいてい

ます。定期利用につきましても、町外の方

は町民の方の1.２倍という利用料金を設定

させていただいております。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  あと、これ１社ということなんですけど

も、この１社が来ています。これが全くな

い場合、どういうスタンスで町として動か

れるのか。今来ているからいいんです。多

分これ最終的に随意契約みたいな感じにな

って、町が何とかお願いしますとなってし

まって、余計な話ですけど、少しお金を超

えますからやってくださいという、そうい

う態勢をされるのか、じゃない方向でされ

るのか、その辺は町長、どんな感じで考え

ていますか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。 

  今、この利用料金も含めまして、指定管

理、今回の提案に関しまして、様々な御提

案をいただきました。 

  利用料金とそれからもし、そういう業者

さんがなかったらということの御質問です

けれども、確かになかったといいますか、

質問はたくさんございましたけれども、応

札をいただいたという方が１社でした。そ

ういう事態のことも考えながら、それぞれ

の団体の方々と協議をしながら進めてきた

というところでございます。 

  今後、この団体の方々が次の指定期間の

ところで、もしないとかという場合には、

改めて検討し直さないといけないというこ

とになりますけれども、内容、それから料

金、指定管理料、そういう部分も見直すこ

とが必要になってくるというように存じて

おります。 

  そういうのがないように、そして今、現

在このＴＡＣ・日本管財共同事業体の方々

がスポーツ振興というところで大きく羽ば

たいていただけるように支援をしていきた

いというように思っております。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  最終的にどうしても利益が絡んできます

ので、町としても多分負担がかかる方向に

行くかもしれません。これは、はっきり言

ってね。そうした場合に、今後もこのシー

トス、別にユーベルもありますけれども、

大変な費用がかかる状況になりますので、

どこかでやっぱり判断をやらんとあかんと

思います。学校も作ってお金を使って、基

金もどんどん減ってきてということで、こ

れはやっぱり首長の判断でどこかでユーベ

ルないし、ユーベルは関係ないですけど、

シートスについては判断して、やっぱり負

担を少なくしていかないとあかんのかなと

個人で思っています。ほかの議員はどうか

知りませんけれども、それも踏まえて、こ

の４年間、これからの４年間の実績がどう

かというふうに私は思うんです。その辺を

しっかりとこの４年間の精査をきっちりと

見極めた上で、再度、首長の判断でどうす

るかというのをまたお聞きしますので、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  答弁はよろしいですか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

  永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

  このＴＡＣさんのほかでの実績、たくさ

んの実績があるとおっしゃっていたので、

幾つか代表するものでもいいので教えてい
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ただきたいのと、さっき、永谷委員が聞か

れた利用者数ですけど、町が運営している

ときからのが分かれば教えていただけます

か。東京ドームさんに代わって一時は増え

てきていたかと思うんですけど、そこから

どのタイミングまで増えて、平成３０年度

からは減っているわけなんですけども、そ

れまでの実績も分かれば教えてください。 

  それと最終的に、全協でも聞いたんです

けど、何社の相談があって、最終的に１社

になったのかというのと、あとどこの近隣

の自治体にもたくさんのスポーツ施設があ

りますよね、それらの指定管理でされてい

るところも結構あると思うんですけど、そ

こら辺の状況、そこら辺もスポーツジム自

体がもう民間事業者もあんまりやりたがっ

てないのか、ほかのところでは結構殺到し

ているのに、豊能町のシートスだけが１社

だけだったのかというところの比較も重要

かなと思うので、分かったら教えていただ

けますか。 

  それと、東京ドームさんに２期やってい

ただいたんですけど、それで今回応募され

なかった理由とか、そういう背景を聞かれ

ていたら教えてください。 

  とりあえず以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉でございます。 

  ＴＡＣ・日本管財共同事業体の実績でご

ざいますけれども、少々お待ちください。

まず東京アスレティッククラブのほうが、

現在、全国で１８自治体、６３施設の指定

管理を行っております。日本管財につきま

しては、全国約１００件の実績を有して、

そのうちスポーツ施設においては、全国１

９自治体での指定管理を行っております。 

  ２つ目の御質問でございますけれども、

シートスの利用者数、利用者の状況ではご

ざいますけれども、平成１８年までが直営

で運営しておりましたけども、すみません、

そのときの数字は持ってきておりませんが、

一番多いときでシートスでは２０万人は超

えていたところが、平成２９年頃から２０

万人を下回るということで減ってきており

ます。 

  ３つ目の御質問でございますけれども、

近隣でもやはりスポーツ施設については、

ほぼ指定管理で運営されているところが多

ございます。具体的に近隣の市でどこの企

業が指定管理を行っているかというのは、

ちょっとすみません、把握はしておりませ

んが、近隣でも増えてきているというとこ

ろは、ほとんどのところが指定管理を行っ

ているというところでございます。 

  ４つ目の御質問ですけれども、東京ドー

ムが応募しなかったというところでござい

ますけれども、やはりこの第３期の収支実

績が赤字が続いているということと、今年

１月に三井不動産に親会社が代わりました。

親会社が代わりましたので、事業の整理と

いうところで、今回シートスの応募には手

を挙げてこなかったということでございま

す。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

  まずＴＡＣさんの実績、結構な自治体で

やっているんですけど、この実績で継続的

に行われているところ、というのは、１期

だけならニンジンをぶら下げて結構取れた

りするんですけど、それを継続的にやると

いうのは、また利用者のニーズも満足度も

高くないといけないので、やはりそこら辺

が評価になってくるのかなというふうに思

うので、そこら辺が分かっていれば、どの

ぐらい、施設自体は今現時点でこれだけや
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っているけども、何年間ぐらい継続的にさ

れているのかが分かれば教えていただけま

すか。 

  それと、応募の実績、１５社でしたかね。

これを再度お答えください。 

  あと、近隣の実績をなぜ調べていただき

たいかというと、１社だけだったからなん

ですよ。やっぱり１社というのは非常に深

刻で、ここがなければ、永谷委員も言われ

ましたけど、随意契約に持っていくしかな

いかという判断になりますよね。直営でや

るのかという。ですからここの１社という

のはもっと深刻に受け止めていただきたい。

ほかのところはどうだったのか、１社とい

うのが仕方がない状況なのか、ほかの近隣

の市町村でもスポーツ施設というのは、今

の社会情勢からなかなか応募がなくて、１

社か２社しかない。その中で豊能町はちょ

っと立地が悪いから１社だったんだという

なら納得がいきますけども、ほかのところ

では結構な応募があるのに、豊能町は１社

しかなかったというのであれば、どこに問

題があるのかというところを解決していか

ないと、この状況を見ると次も応募ってな

いですよね。だからそこら辺をもっと、１

社だったというのを今の段階からすぐに動

いて、次に向けてとりあえずはいかないと、

判断材料がほとんどなくなってしまうよう

になりますよね。もう言われるがままとな

ってしまうので。 

  それと指定管理のメリットは、やはり指

定管理にすることによって利用者が増えて

きたというこれまでの実績があるので、も

しあまり減っていくようだったら、直営で

やったらどうなるのかとか、そういった運

営方法というものを考えていく必要がある

と思うんですよ。ですから、そこの直営の

ときの記憶が僕もないので、どのぐらいの

実績があったのかというのを、そうしない

と指定管理にしたときのメリットというの

があまり感じられなくなってしまうので、

そこを確認させていただいた次第です。 

  それとほかは、選定委員会、ここにあり

ますけども、ここに利用者というのが、前

も言ったんですけど、入れないんですかね。

今回も入っていないんですけど、部長たち

でされているんですけども、例えば、シー

トスの結構利用されている方、何名かが入

るとか、そういった方を考えることはしな

かったのか、お聞かせください。 

  あとシートスのこの東京ドームさんのと

きもそうなんですけど、今回のＴＡＣさん

が何人で、人件費がどれぐらい、5,５００

万円のうちの人件費がどれぐらいなのか、

何人ぐらいで運営されているのかというの

が分かれば、東京ドームさんと同じぐらい

だったらサービス的なものは維持できるか

もしれませんけど、人件費を削ってどうこ

うというのであれば、本当にサービスが維

持できるのかという不安な部分も出てくる

ので、そこら辺の把握が出きていればお聞

かせいただけますか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉でございます。 

  ５点ほど御質問いただきましたので、順

番にお答えさせていただきたいと思います。 

  ４つ目に御質問いただいた、選定委員会

のメンバー構成については、また総務課の

ほうから答えさせていただきます。 

  まず一つ目の御質問で東京アスレティッ

クスの実績というところで複数年というの

があるかどうかというところでございます。

東京アスレティック、１０施設ほど今、実

績を上げていただいております。例えば例

で申しますと、茨城県の取手市立取手グリ

ーンスポーツセンター、ここは平成２３年
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４月から令和８年３月までの指定管理期間

になっております。その他で言いますと、

例えば東京の国分寺市で言いますと、こち

らはスポーツ施設の７施設を全て統括して

指定管理を受けているというところで、平

成２０年４月から令和５年３月までとなっ

ております。ほかで言いますと、これも東

京の荒川の統合スポーツセンターにつきま

しては平成１９年から令和７年３月までと

いうところで、こちらに提供いただいてい

る資料からしても、複数の期にわたる指定

管理は１０施設以上実績がございます。 

  ２つ目の御質問で、なぜ１社かという要

因についてですけども、実はシートスの現

地説明会に１７社来ました。スポーツ施設

の関連会社で９社、ビルメンテナンスの会

社で８社、これはお互いに共同事業体を組

むと８社から９社は応募があるんじゃない

かというふうには当初見込んでおりました。

参考までに前回の平成２８年の選定のとき

には応募は７社ございました。ですので現

地説明会の実績からいっても８社から９社

は来るんじゃないかと見込んでおったんで

すけども、結果的には１団体のみというと

ころで、現地説明会には来られたけど応募

されなかった企業さんのほうにヒアリング

といいますか、電話あるいはメールで問合

せを行いました、本町としても今後の運営

のことを考えていかないといけませんので、

その中でやはり大きかったのは、当然企業

さんでありますので、指定管理料の設定と

いうところで、応募要項の中では現行の指

定管理料5,０００万円を大幅に上回らない

程度の指定管理料ということで明確な金額

を提示していませんでした。ただやはり現

地説明会では一体幾らなんですかと、大幅

に上回らないという基準は何ですかという

質問が多数ありましたので、そこで口頭で

は、常識的に大幅に上回らないというのは、

１割から２割の増、２割の増というのがあ

る意味上限というふうには考えているとい

うところで、金額で言いますと6,０００万

円という口頭での説明はいたしました。や

はり企業さんが手を挙げなかった理由とい

うのは、6,０００万というところで、シー

トスが今5,０００万円で年間約1,０００万

弱の赤字が出ておるというところで、6,０

００万円ではもうけにならないというとこ

ろで、やはり指定管理料がもうちょっと高

ければ応募は来ていたというところと、や

はり豊能町だけではありませんけれども、

周辺人口が減り、高齢者が減っているとい

うことで、やっぱりどこのスポーツ施設も

利用者は減っているというところ、あとシ

ートスが平成８年にできていますので、機

械設備が古いですので維持管理にコストが

かかるというところが理由として応募しな

かったというふうに企業から聞いておりま

す。 

  ３つ目の御質問でございますけども、直

営のときの利用人数というのはちょっとす

みません、数字は持ってきていないんです

けれども、平成１９年に指定管理者制度を

シートスに導入いたしましたけれども、平

成１８年度、直営のときの経費について御

説明申し上げますと、シートスにかかった

平成１８年の決算額が約１億7,５００万円

で、収入額が、その当時は直営ですので、

直接町に利用者収入が入ってきますので7,

５００万円、差引きでいいますと、約１億

円が町の持ち出し金となっていたところで

ございます。それから言いますと、指定管

理になりまして町の持ち出しが5,０００万

円、あるいは5,５００万円というところで、

平成１８年当時から比べますと町の負担は4,

４００万円程度は減っているというところ

になります。 

  次の御質問で人件費についてですけれど
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も、東京アスレティックのほうは、一応提

案書類の中では、在籍職員は正職員が５名、

常時３名は一応配置すると、あとは非常勤

職員で対応するといったところで、今のシ

ートスの体制とほぼ同じぐらいの体制でご

ざいます。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  おはようございます。副町長の川村でご

ざいます。 

  選定委員会のメンバーにつきましては、

総務部総務課のほうが所管ということで、

この委員会に入っておりませんので私のほ

うから御説明を申し上げたいと思います。 

  選定委員会につきましては、本町で定め

ております指定管理者制度に関する基本指

針という中で選定委員会のメンバーという

のを定めております。私が委員長を務めさ

せていただきまして、そのほか、学識経験

者１名ということで、今回は大阪成蹊大学

の大塚教授、この方はまちづくりとかを御

専門にされておられる方ですけれども、ま

た併せて公共施設の再編検討委員会の委員

長であるという観点から今回入っていただ

いております。 

  そのほか、人事、契約、財務担当部長と

いうことで総務部長。それから企画総合調

整担当ということでまちづくり調整監、そ

れから公の施設を所管している部長という

ことで、保健福祉部長、住民部長、都市建

設部長、こども未来部長が入って、この８

名で構成をさせていただいているところで

ございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

  メンバー構成で聞きたかったのは、前回

も庁内の部長の方たちが構成メンバーだっ

たんですよ。そこで利用者の方たちという

のが入らないかというのをお聞きしたかっ

たんです。そういった選定の際には、他の

指定管理とかでよく利用者代表とかも結構

入っている場合もあるので、そこら辺をち

ょっとお聞きしたかった次第です。 

  それと、直営のときよりも4,４００万円

ぐらいの赤字は解消されていると、ただ、6,

０００万円程度だったら応募がないという

ような状況を考えると、これからもうちょ

っと、もし続けるのであれば、6,０００万

円じゃ難しいとなると、どんどんその差額

が減っていくというようなかたちですよね。

というのが想定されるので、やはりこれか

らのこういうスポーツ施設の運営というも

のをどう考えるのかなというところを考え

ていかないといけないのかなと思います。 

  やはりこれも公共施設検討委員会という

話がすぐにいろんな場面で出てくるわけな

んですけど、一番気になるのは、多分公共

施設検討委員会で豊能町の施設を全部見直

したら、もしかしたら全てやめろという結

論になるのかなという感触は得ているんで

すよ。全て赤字で維持管理を考えるとやめ

たほうが財政的にはいいですよねというよ

うな形になってしまいかねない。それをじ

ゃあほかの理由、福祉の観点からとか、文

化の育成であるとか、子どもの意識、モチ

ベーションの向上とか、いろんな側面から

ほかの理由で行政というものは政治判断に

よってそれを維持する、維持しないという

ものを決めるんじゃないのかなというふう

に考えているんですけども、そこら辺を町

長は示されなければ、いくら職員の方たち

が、いろいろ公共施設の検討委員会で状況

を出したとしても、最終的には赤字であっ

ても残す、赤字だから潰すという判断を示

しておかなければいけないと思うんですけ
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ども、その公共施設検討委員会の判断は全

て守られるのか、その上の政治判断がある

のかというのが分かっていればお聞かせい

ただけますか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  今、永並委員からの選定委員会の件でご

ざいますけれども、今ちょっと委員の意見

を頂戴いたしましたので、そこら辺につい

えてはまた検討といいますか、その辺も含

めて考えさせていただきたいと思っており

ます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  御指摘ありがとうございます。 

  まずスポーツ施設という部分で、私ども

の、今スポーツ施設というのは総合スポー

ツ施設。近隣のところでいくとやっぱり特

化型といいますか、プールであったりとか、

そういうふうに分化してきているというの

も事実でございます。 

  そうすると、我々のところのスポーツ振

興というところから考えた場合に、それを

維持するというところの総合スポーツ施設、

それからいわゆる健康維持、健康増進とい

うところのものも検討を加えながら、そこ

の中に入っていかないといけない。 

  今回のＴＡＣさんの提案の中にも健康維

持というところが非常に入り、そういうプ

ログラムも含めて、将来あるべき姿も御提

案いただいています。 

  検討委員会の中、公共施設もそうですけ

れども、今現状やっていただいている部分

というのは、現状分析から将来の在り方検

討というところを踏み込んでいただいてお

ります。それらを踏まえた状態で、最終的

に判断というのは、町民の方々に対するど

ういうサービスをしていくかということに

なりますので、その判断のタイミング、そ

れから我々の財政というところでバランス

を取りながら進めていかないといけません

ので、その段階になりましたら、最終的な

判断をさせていただきたいというふうに存

じております。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

  ぜひとも次回、あるのか分からないです

けど、指定管理の際は利用者等も踏まえて、

確か前々回、前回、そのまま応募しなかっ

たときがありましたよね。そのまま東京ド

ームでもう応募せずに、うまくいっている

からいいんだみたいな感じでいきましたよ

ね。 

  それでちょっとお聞きしたいのは、今回

その中に、最初のときに豊能町の直営だっ

たときはフィットネス２１だったかな、そ

こが運営していたかと思うんですけど、も

しそこで東京ドームさんが競り勝ったわけ

ですよね。そしたら普通の感情から言えば、

じゃあ今度はもっといいサービスを提供し

て、今度は我々がというふうになってもお

かしくないにもかかわらず、今度は応募す

る機会すら与えられなかったわけですよね、

そのときは、そのまま２期目に行ったはず

なので、ですからやはり常に応募というも

のはしていっていただきたい。その結果が

１社しかないというような結果にもつなが

ってしまうのかなと。だからこれから指定

管理とかするときは、常に応募というのは

してもらいたいなということはお願いした

いと思います。 

  それで、やはり町長はもっと速い判断が

要ると思いますよ。そうしないと、結局、

小中一貫校の話でも、長年議論してきたこ

とでも政治判断で変えることが町長にはそ
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の権限があります。でもそれは、今現に進

んでいる公共施設検討委員会で精査してい

る内容、現状分析ってもう前からやってい

るんですよ。４年も前からまだ公共施設の

再編何とかかんとかありましたよね。常に

公共施設の何たらかんたらって常にやって

いるんですよ。結局残す、残さないという

ものは最終的には政治判断になります。当

然、一番嫌われる役だと思います。でもそ

れを町長が言わなければ、嫌われてでもや

るという、身を切るというのはそういうこ

とかなと思うので、今後、そういったとこ

ろを覚悟を持って、やはり残すものはどん

なことをしても、赤字だろうが何だろうが

残すんだというものと、ここの部分はこれ

だけの赤字があるからどうしても無理だか

らもうやめるんだというのを、やはり町長

は示していかなければ、そこはもう検討委

員会の範疇じゃないです。検討委員会はあ

くまでも、さっき町長自身が言われたよう

に、分析、現状分析しかありません。それ

を残す残さないは政治判断ですから、それ

は町長の政治方針に従って早々に示してい

ただかなければいけないと思いますけど、

いかがですか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。 

  公共施設再編計画も、過去に何回もとい

うことですけれども、その結果として方針

または内容が示されなかった。全体的には

改善方向に行っている。それからその議論

が出てきたというところでございますけれ

ども、今回は、その政治判断をするところ

で、皆さんとともに、共生も含めて、そし

て最終的な判断のタイミング、これを見計

らっているところです。 

  永並委員がおっしゃるように、最終的に

政治判断と言いますか、残す残さないの判

断、それから内容の改変、複合化、そうい

う部分も含めて、この社会に合う段階のも

のを提示していかないといけませんので、

そのつもりで進めていきたいと思います。 

  ありがとうございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  ちょっと先ほどお聞きするのを忘れてい

ましたのでちょっとお聞きしたいんですけ

ども、今までどおりにやられるということ

をさっき御説明いただいたんですけども、

シートスでは野菜とか、それから宝くじな

ど、スタッフの方が一生懸命やってくださ

っているんですけども、そういうのはどう

なるんでしょうか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  御説明させていただいた教室等は講師も

含めて利用料金も含めて継続するというと

ころで、スタッフの方が野菜を売られたり

というところは、細かい部分になるかと思

うんですけど、今後、東京ドームから東京

アスレティックが引継ぎを受けますので、

そのときに町も入って協議し詳細を決めて

いきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかに。 

  池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  私、今回が初めてですので一つお伺いし

たいんですけども、この指定管理の採点結

果がありますけれども、一体何点であれば

合格というか、オーケーで、何点であれば

駄目なのかというところの基準というのを



21 

教えていただきたい。 

  あと今回は１社、今後、先ほどもおっし

ゃったとおり、ちょっと金額的なものでも

しかしたらないかもしれないですけど、２

社、３社あった場合に、この中の基準の中

で何を優先されるのか。平均点だけを優先

で取られるのか、もしくは、例えば豊能町

の場合でありますと、金銭的な部分でいう

４番の運営の経費が条件がいいところを優

先するとか、いろんなそういう選び方もあ

ると思うんですけど、その辺はどういうふ

うに考えられているのか教えてください。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  今回、応募団体が１団体ということで、

一次審査、二次審査を１団体のみで行って

いたわけですけども、それぞれの得点で言

いますと、審査項目は若干変わっています

けれども、前回、平成２８年に選定したと

きと大まかには変わっておりません。そん

な中で今回については、一次審査が67.６点、

二次審査68.１３点というところで、これは

各部会委員、選定委員の平均点ではござい

ます。これを前回の平成２８年時の選定の

ところに当てはめますと、一次審査７社中

でいうと２位に相当する点数、二次審査４

社中でいうと２位に相当する点数というこ

とで、ある一定の高い点数であったという

ふうには考えております。 

  あくまでもこの点数のつけ方としまして

は、ほかの企業、団体と比較して何点とい

う相対評価ではなく絶対評価ではございま

すので、そういったところである一定高い

得点を取られているかというふうに思って

おります。 

  審査基準の中で運営経費というところは、

町の財政も鑑みまして、非常に大事なとこ

ろではございます。ただ、非常に低い金額

を提示してきた、ただ事業内容が非常に薄

いとか、設備にあまりお金をかけていない

というのも施設の運営上、大変問題がござ

いますので、指定管理料というのも一つの

選考の要素ではありますけども、それを相

対的にトータルで判断して指定管理者を決

定していくというところでございます。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  池田委員。 

○委員（池田忠史君） 

  前回と比べてというお話でしたけれども、

この点数自体は言い方悪いんですけど１０

０点満点で６８点ぐらいですよね。これを

高いと見るのか、低いと見るのかというと

ころをお伺いしているので、例えば８０点

以上は間違いなく合格、６０点以上であれ

ば何とか合格とかというような基準的なも

のをお伺いしていたので、そこの部分が前

回と比べられてもちょっと分からないとい

うことですので、その辺をちょっと教えて

いただきたい。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  大変失礼いたしました。委員がおっしゃ

るように、何点以上、８０点以上合格、６

０点以上が合格とかという明確なこの点数

であれば合格という基準表というのは作っ

ておりません。ですので、１００点満点中

６０数点が高い得点かどうかというところ

ですけども、例えば５段階、５点満点のと

ころで、通常、企業さんが事業を適正に運

営するとなったときに５をつけられるかと

いうと、基本的には通常適正に運営して当

然というところで３点あるいは４点となっ

てきてしまいます。特に評価すべきという
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ところであると５点ということになってき

ますので、ある一定、７０点弱の一次審査、

二次審査の点数というのは、ある一定の基

準には達しているものというふうには考え

ております。 

○委員長（高尾靖子君） 

  質疑はございませんか。 

（質疑なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  質疑がないようですので、質疑を終了い

たします。 

  これより討論を行います。 

（討論なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（高尾靖子君） 

  挙手全員であります。よって第５１号議

案は原案のとおり可決されました。 

  ここで室内換気のために１０分間休憩い

たします。 

  １１時１０分より次行いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  お疲れさまでした。 

（午前１０時５９分 休憩） 

（午前１１時１０分 再開） 

○委員長（高尾靖子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  第５３号議案、令和３年度豊能町一般会

計補正予算（第４回）の件（関係部分のみ）

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  順次発言を求めます。 

  入江こども未来部理事、よろしくお願い

します。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  おはようございます。こども未来部、入

江でございます。 

  それでは、第５３号議案、令和３年度豊

能町一般会計補正予算の件につきまして、

繰越明許費、歳出、歳入の順番に各課で御

説明申し上げます。 

  まず、補正予算書６ページをお開きくだ

さい。 

  そこの２つ目でございます。款１０、教

育費、項４、幼稚園費、事業名はふたば園

施設整備事業でございます。これはふたば

園の施設につきまして、主に平成２年度に

開園した当初の園舎の屋根が経年劣化によ

り雨漏り等がございまして園の運営に支障

を来していることから、また歳出のところ

でも計上しておりますが、今回、屋根と外

壁の改修工事6,８２３万円と、それに伴う

工事管理委託料２６５万4,０００円、併せ

まして7,０８８万4,０００円を繰越明許を

計上しております。 

  この工事は、今回、議会で認めていただ

きましたら、令和３年度、今年度中に契約

をし、令和４年当初から夏にかけまして改

修工事を予定しておるものでございます。

令和３年度中に事業が終わらないため、改

修工事費について繰越明許費をお願いして

いるものでございます。 

  繰越明許については以上でございます。 

  次に、歳出に移ります。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  それでは、歳出について、関係部分のみ

順次説明してまいります。 

  ２１ページをお開きください。 

  款３、民生費、項１、社会福祉費、目１、

社会福祉総務費の２、国民健康保険特別会

計事業勘定繰出金の３０３万7,０００円は
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人件費、給付費等にかかる費用を国民健康

保険特別会計へ繰り出しするものです。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  同じく、７、障害者自立支援事業、１９、

その他、1,７４６万3,０００円を計上して

おります。 

  この経費は、障害者自立支援給付費のう

ち、在宅介護や施設入所支援等の利用者の

人数が当初の見込みを上回ったため予算の

増額をお願いするものです。 

  次に１１、障害児福祉事務事業、１９、

その他、1,３８６万6,０００円を計上して

おります。 

  この経費は、障害児通所サービス事業費

のうち、放課後等デイサービス等の利用者

の人数が当初の見込みを上回ったため、予

算の増額をお願いするものです。 

  続きまして、補正予算書２２ページを御

覧ください。 

  １５、子育て世帯臨時特別給付金給付事

業、２２、償還金、５６万7,０００円を計

上しております。 

  この経費は、令和２年度に実施しました

子育て世帯臨時特別給付金の事務費につき

まして、当初予定しておりました予算額を

郵便代と振込手数料などが下回ったため償

還するものです。 

  次に１６、障害者（児）通所事業所およ

び相談支援事業所新型コロナウイルス感染

症対策支援事業、１８、交付金を１２０万

円計上しております。 

  この経費は、障害者通所施設等において、

新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗

品等の関連経費に対しまして、事業継続支

援を目的として１施設当たり２０万円を町

内の６施設に交付するものです。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  続きまして、目２、老人福祉費の３、介

護保険特別会計事業勘定繰出金の３７万7,

０００円の減額は、人件費の減額に伴い、

介護保険特別会計へ繰出金を減額するもの

です。 

  同じく１０、介護サービス事業所支援事

業、５００万円は町内の訪問介護事業所等

に対して、新型コロナウイルス感染症対策

に要する費用を助成するものです。 

  続きまして、目８、未熟児養育医療助成

費の１２７万8,０００円は、未熟児養育医

療給付費の増加に伴い、扶助費を補正する

とともに、事業費確定に伴う国への償還金

を補正するものです。 

  ２３ページを御覧ください。 

  目９、後期高齢者医療費の１、後期高齢

者医療特別会計繰出金、８３万8,０００円

は、後期高齢者医療保険料の軽減に要した

費用について、府、町の負担分を併せて後

期高齢者医療特別会計へ繰出しするもので

す。 

○委員長（高尾靖子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  続きまして、補正予算書２４ページをお

開きください。 

  款３、民生費、項２、児童福祉費、目３、

児童措置費、２、児童手当支給事業、１２、

業務委託料、６７２万6,０００円を計上し

ております。 

  この経費は、令和４年１０月支給分の児

童手当の制度が一部変更されるため、児童

手当システムの改修経費を計上しておりま
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す。 

○委員長（高尾靖子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  続きまして、２５ページを御覧ください

ませ。 

  款４、衛生費、項１、保健衛生費、目１、

保健衛生総務費の２、保健衛生推進事業で

ございます。新型コロナウイルスの影響に

よりまして負担が増大いたしました豊能広

域こども急病センターへの負担金を計上す

るものでございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  同じく、３、国民健康保険特別会計診療

所施設勘定繰出金、４３１万円は人件費に

係る費用を国民健康保険特別会計診療所施

設勘定へ繰り出しするものです。 

○委員長（高尾靖子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  続きまして、２６ページをお開き願いま

す。 

  目２、予防費の２、成人健康増進事業の

４３２万3,０００円でございます。法改正

に伴うことによります健康管理システムの

改修に係る費用を補正するものでございま

す。 

  同じく４、新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業の１億1,６９９万8,００

０円でございます。これにつきましては、

ワクチン接種に係る業務委託料などの費用

を補正するものでございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  入江こども未来部理事。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  こども未来部、入江でございます。 

  次に、補正予算書３１ページをお開きく

ださい。 

  款１０、教育費、項１教育総務費、目２、

事務局費、説明欄では２、学校園管理事業

の１２、業務委託料でございます。これは、

令和４年度から東地区の小中一貫校の取組

として、来年度、東能勢小学校５年、６年

を東能勢中学校で受け入れて学校活動を行

う予定でございますが、それに伴いまして、

現在入れております校務支援システムの改

修が必要となり、所要のシステム改修経費

を計上しているものでございます。 

  小中一貫校の実施に伴いまして、今の小

学校と中学校という仕様から１年生から９

年生までというような表示と言いますか、

そういう扱いにいたしますので、主にその

変更に伴う各種の様式等の修正を予定して

おるものでございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  吉澤義務教育課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。 

  同じく、説明の５、学校教育充実事業の

業務委託料、２８万8,０００円ですが、こ

れは令和３年５月補正予算でお認めいただ

きましたスクールサポートスタッフ事業の

追加分になります。 

  内容としましては、新型コロナウイルス

感染症対策の感染防止対策として、学校内

の消毒作業を学校の先生方にしていただい

ておりました。その関係で通常の時間以外

にそういう作業が入ってくることによって、

そこの部分を外部の人材で補填することに

よって、先生方に本来の業務に戻っていた

だく、そういう目的で文部科学省のほうで

補助事業として始めた分に該当しましたの

で、５月の補正のときに認めていただきま
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した。ただし、その補助上限額があったの

で、契約期間が１２月末までだったのが、

追加事業として認めていただきましたので、

年度末まで実施するための追加分になって

おります。 

○委員長（高尾靖子君） 

  入江こども未来部理事。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  こども未来部、入江でございます。 

  それではすみません、３３ページをお開

きください。 

  款１０、教育費、項３、中学校費、目１、

学校管理費の説明欄２、中学校管理事業で

ございます。 

  まず、消耗品でございますが、これも令

和４年度からの東地区の小中一貫校の取組

として、５、６年生を中学校校舎で受入れ

いたします。その際、給食についてはデリ

バリー給食を提供する予定でございますが、

その容器を購入する費用を計上しているも

のでございます。現在の中学生より若干小

さい容器の購入を予定しておるものでござ

います。 

  次に、１８の負担金でございますが、今、

東能勢小学校では、安全対策として、登下

校メールサービスを民間業者が、保護者の

希望によりまして提供しております。今回、

５、６年生を中学校で受入れるのに伴い、

東能勢中学校でも小学校と同様の登下校メ

ールサービスを民間事業者に提供していた

だくように協議をしてきました。今回、協

議の結果、校門についてはグラウンド側と

国道側、ここの郵便局側の２か所にその配

信設備の設置を予定しております。そこが

登下校時に児童生徒が通るところというこ

とでございますが、本町はそのうち１か所

について設置費用を負担することとして協

議をいたしました。今回、グラウンド側の

校門１か所の設置費用として、これは民間

事業者が設置するものでございますが、そ

の設置負担金８９万3,０００円を計上して

おるものでございます。 

  次に、補正予算書３４ページをお開きく

ださい。 

  款１０、教育費、項４、幼稚園費、目１、

幼稚園管理費、説明欄は４、ふたば園管理

事業でございます。 

  ここの業務委託料２６５万4,０００円及

び工事費の6,８２３万円につきましては、

先ほど６ページの繰越明許費の補正のとこ

ろで御説明しましたふたば園の屋根及び外

壁の改修に関する工事管理委託料と工事請

負費を計上しているものでございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  それでは補正予算書の３６ページをお開

きください。 

  項６、保健体育費、目１、スポーツ振興

費の３、シートス管理事業でございますが、

こちらは新型コロナウイルス感染症拡大防

止対策として、町からシートスに対して休

館要請をお願いしておりましたので、その

休館中における維持管理や感染防止対策に

係る経費について助成を行うものでござい

ます。 

  歳出の説明は以上になります。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  次に、歳入について説明いたします。 

  １１ページを御覧ください。 

  款１６、国庫支出金、項１、国庫負担金、

目１、民生費国庫負担金、節１、社会福祉

総務費国庫負担金の１、国民健康保険基盤

安定繰入金国庫負担金、９８万5,０００円
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は、先ほど歳出で説明しました国民健康保

険特別会計への繰り出しに係る国庫負担金

です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  同じく、２、障害者自立支援給付費等国

庫負担金、８７３万1,０００円を計上して

おります。こちらは歳出で御説明いたしま

した障害者自立支援事業における予算増額

に伴う国の追加負担分でございます。 

  次に、３、障害児施設措置費（給付費等）

国庫負担金、６９３万2,０００円を計上し

ております。 

  これは、歳出で御説明させていただきま

した障害児通所支援サービス事業における

予算増額分に伴う国の追加負担分でござい

ます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  続きまして、節３、未熟児養育医療助成

費国庫負担金の１、未熟児養育医療費国庫

負担金の６２万9,０００円は、先ほど歳出

で説明しました未熟児養育医療給付事業に

係る国庫負担金です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  次に、目３、衛生費国庫負担金、節１、

新型コロナウイルスワクチン接種対策費国

庫負担金でございます。１億1,６９９万8,

０００円でございますが、先ほど歳出のと

ころで申し上げました説明のとおり、ワク

チン接種に係る国庫負担金でございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  次に、補正予算書１２ページ、款１６、

国庫支出金、項２、国庫補助金、目２、民

生費国庫補助金、節１、社会福祉総務費国

庫補助金、６、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金を１２０万円計上

しております。これは歳出で御説明させて

いただきました新型コロナ対策の施設に対

する補助金でございます。 

  次に、節３、児童措置費国庫補助金、１、

児童手当制度改正実施円滑化事業国庫補助

金、６７２万6,０００円を計上しておりま

す。これは歳出にて御説明させていただき

ました児童手当システム改修における国庫

補助金でございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  同じく、節４、老人福祉費国庫補助金の

１、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金、５００万円は、先ほど歳出

で説明しました町内の介護事業所等に対す

る助成に係る国庫補助金です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  次に、目３、衛生費国庫補助金、節１、

予防費国庫補助金の１６７万6,０００円で

ございます。先ほど歳出のところで御説明

申し上げました健康管理システム改修に係

る国庫補助金でございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  寺倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 
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  続きまして、目５、教育費国庫補助金、

節６、スポーツ振興費国庫補助金、６０１

万2,０００円でございますが、歳出のとこ

ろで御説明申し上げましたシートスの休館

中の助成に対する国庫補助金でございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  １３ページを御覧ください。 

  款１７、府支出金、項１、府負担金、目

２、民生費府負担金、節１、社会福祉総務

費府負担金の１、国民健康保険基盤安定繰

入金府負担金、２０２万1,０００円は、先

ほど歳出で説明いたしました国民健康保険

特別会計への繰り出しに係る府負担金です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  次に、２、障害者自立支援給付費等府負

担金、４３６万5,０００円を計上しており

ます。これは歳出で説明させていただきま

した障害者自立支援事業における予算増額

分に伴う府の追加負担分でございます。 

  次に、３、障害児施設措置費（給付費等）

府負担金、３４６万6,０００円を計上して

おります。これは歳出で御説明させていた

だきました障害児通所支援サービス事業に

おける予算増額分に伴う府の追加負担分で

ございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  節３、未熟児養育医療助成費府負担金の

１、未熟児養育医療費府負担金、３１万4,

０００円は、先ほど歳出で説明いたしまし

た未熟児養育医療給付事業に係る府負担金

です。 

  続きまして、節４、後期高齢者医療費府

負担金の１、後期高齢者医療保険基盤安定

繰入金府負担金、６２万8,０００円は、先

ほど歳出で説明いたしました後期高齢者医

療特別会計への繰り出しに係る府負担金で

す。 

○委員長（高尾靖子君） 

  吉澤義務教育課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。 

  款１７、府支出金、項２、府補助金、目

８、教育費府補助金、節１、事務局費府補

助金の１４万4,０００円は、歳出で御説明

いたしましたスクールサポートスタッフの

府補助金になっております。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  １５ページを御覧ください。 

  款２２、諸収入、項３、雑入、目３、雑

入の７２、後期高齢者医療定率負担金精算

金５７万4,０００円は、令和２年度定率負

担金の確定による精算金です。 

  説明は以上です。 

  御審査いただき、御決定くださいますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  御説明ありがとうございました。 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  永谷です。 

  ６ページの繰越明許費補正ということで、

先ほど、ふたば園の施設整備事業のお話を

聞いたんですけれども、これは防水とあと

壁ですかね。壁の塗装かモルタル充填とか、

その辺はどんな感じになるんでしょうか。 

○委員長（高尾靖子君） 
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  入江こども未来部理事。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  こども未来部、入江でございます。 

  屋根の防水工事が主でございます。それ

と外壁も傷んでいるところが見受けられま

すので、外壁の補修工事の予定をしておる

次第でございます。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  防水は全てじゃなくて、一部分、何平米

か、あと壁等の平米数、もし分かれば。 

○委員長（高尾靖子君） 

  入江こども未来部理事。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  こども未来部、入江でございます。 

  まず屋根でございますが、一部でござい

ます。これは平成２年開園当時の園舎の部

分、その後、一部ひさし等増築している部

分もございますが、その部分が非常に傷ん

でおるというところで、面積としては、今、

1,０７０平米程度を予定しております。防

水工事を施すということと、あと外壁です

ね。開園当初の園舎の主に裏側なんですけ

ど、そこの外壁の傷んでいるところの改修。

面積としては、今、６９０平米程度を見込

んでおります。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  前もちょっと言ったんですけど、結構最

近繰越明許費が多いなということで、昨日

も川上議員のほうからもございましたけれ

ども、ちょっと一部昨日の総務建設の中で

この話も出ていましたけれども、その要因

を再度、どうしてこうなったのかその要因

についてお願いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  入江こども未来部理事。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  こども未来部、入江でございます。 

  通常でしたら当初予算に計上して御審議

いただいて年度内工事という形が主でござ

いますが、今回、この財源措置として地方

債ですが、交付税措置のある地方債を充て

たいというところがございました。その地

方債は、今年度中に予算を計上し、契約を

するという、今年度予算という措置の起債

でございますので、その活用も考えまして、

今回、このタイミングで補正をさせていた

だいた。契約はして繰り越すという形でそ

の起債の活用ができるというところも踏ま

えまして、今回、繰越明許費を設定させて

いただいたということでございます。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  私の聞き間違いかもしれませんけれども、

何か設計業務が、仙波さんのほうからでし

たかね、設計業務が少し遅れたから、聞き

間違いかもしれませんよ、設計にかかるの

が遅れて、それで工事関係が次年度にとい

う話ではなかったですか。ちょっとそんな

感じに聞いたんです。もし間違いであれば、

違うということでお願いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  入江こども未来部理事。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  こども未来部、入江でございます。 

  今、委員がおっしゃった内容は承知して

おりません。これは当初予算で設計予算を

上げさせていただきました。それが１２月

にかかるという形で、１２月までの設計を

今終える段階でございます。そのとき工事

費が算出できましたので、今回、この財政
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措置のある地方債を活用して事業を行うと

いうことで予定をしております。 

  これについては、個別施設計画を昨年ま

とめましたけども、その中でもそういう形

で計画をしているものでございます。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  それで３４ページにこのふたば園管理事

業の費用を書いてまして、先ほど、業務委

託料のお話があったときに、工事管理委託

料で２６５万4,０００円、設計業務は直営

でされたという認識でよろしいですか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  入江こども未来部理事。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  こども未来部、入江でございます。 

  設計も委託をさせていただきました。こ

れは当初予算でも御説明させていただいた

と思いますが、当初予算で８７０万8,００

０円の予算を計上させていただいておりま

す。それに伴いまして、今年度契約をしま

して、１２月に設計を終えるという形で運

んでおります。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかにございませんか。 

  永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

  すみません、２小２中に関わる経費とし

ては、３１ページの２、学校園管理事業の

業務委託料２４２万円と、３３ページの中

学校管理事業の１０、消耗品費１５万1,０

００円の２つでよろしいですか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  入江こども未来部理事。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  こども未来部、入江でございます。 

  もう一つ、先ほど、中学校管理事業の消

耗品の次に、負担金で登下校メールサービ

スという説明をさせていただきましたけど、

これも５、６年が今回中学校校舎に下りて

くるのに伴いまして、登下校メールサービ

スの設備を民間事業者が設置します。それ

について一定の経費を負担する予算を計上

しておりますので、それも含めて、今回の

小中一貫校の関連予算という形で予定して

おります。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

  すみません、今のメールサービスの負担

金というのの小中一貫校分は、これはその

部分だけで８９万円ということではなくて、

含まれているという認識でいいのか。その

小学校５、６年生に対してだけので８９万3,

０００円という理解でいいですか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  入江こども未来部理事。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  こども未来部、入江でございます。 

  これはＩＣタグというのを子どもが持ち

まして、それが校門を通過するとメール配

信をするというものでございます。 

  今それは東能勢小学校に１年から６年の

子どもの方が希望により御利用していただ

いていますけど、その同じ機能を下につけ

るという形に基本的になりますので、今後、

例えば１年から４年が下りてきたら、その

設備を使えるというようなものでございま

す。先行的に下りてくるので、その設備を

移設するわけじゃないんです。上も使って

いるので、新たに増設するというようなも

のでございます。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 
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  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  今、おっしゃっているのは阪神電鉄がや

っているミマモルメですよね。それはアン

テナを下に埋めるだけよね。確か。 

○委員長（高尾靖子君） 

  入江こども未来部理事。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  こども未来部、入江でございます。 

  アンテナというんですかね、コイルとい

うんですか、そのセンサー磁気を下の地面

に埋め込むようなものです。それを配信す

るので、配信する機械が要ります。それは

校門の近くにボックスみたいなのを設置し

て、それがメールを発信すると、それがセ

ットになっています。それが２か所、グラ

ウンド側と、こちらの郵便局側と２か所。

そのうちの１か所は負担すると、そのよう

に考えております。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  それは昔無料でやってもらったと聞いた

けど、やってもらってなかったですか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  入江こども未来部理事。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  こども未来部、入江でございます。 

  委員がおっしゃるように、昔というか、

子どもが多いときは、保護者とＰＴＡの希

望により、例えば東能勢小学校とか東とき

わ台小学校は無料で業者が施工してくれま

した。ところがその後、子どもが減りまし

て利用者数が減るということで、なかなか

採算が合わないというか、採算が低くなっ

ている。その中で、平成２８年の補正のと

きに吉川小学校と光風台小学校も設置をし

て、小学校は全てミマモルメは導入できま

した。その際の協議で、利用者数が減って

おるので一部負担してほしいという協議が

その当時ありました。そのときも一部負担

金を補正させていただいて、整備した経過

がございます。今回、５、６年が下りてく

る、少人数ですので、その辺の費用も、や

はり今は採算性がなかなか厳しいというこ

とで、設置の全額を負担するのは難しいと

いうところでございましたので、１か所ず

つというか、こちらが１か所持つという形

で協議をしたという次第です。 

  以上です。 

○委員（永並 啓君） 

  （休憩提案） 

○委員長（高尾靖子君） 

  皆さんいいでしょうか。委員から５分ほ

ど休憩と言われていますが、よろしいです

か。 

○委員（永並 啓君） 

  （発言あり） 

○委員長（高尾靖子君） 

  休憩を取ったほうがいいんですね。 

  それでは、５分間休憩いたしますが、こ

のままでは駄目ですね。別室ですか。 

  恐れ入れいます。理事者の皆様、５分ほ

ど休憩します。 

  議案がまだありますので、ちょっと１回

休憩を取りましょうか。お昼からというこ

とで、ちょっと早いですけどよろしいです

か、皆様。 

  １２時４５分まで休憩し、開始は４５分

からということにしますので、よろしくお

願いいたします。 

（午前１１時５０分 休憩） 

（午後 ０時４５分 再開） 

○委員長（高尾靖子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ５３号議案の議案に対して、まだ終結し

ておりませんので、引き続き行います。 
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  発言、質疑がありましたら。 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  ミマモルメの話は、田中龍一さんが町長

で、それから板倉さんが教育次長の時代に

やってもらったと思います。その前に既に

東能勢中学校、東能勢小学校はもう入って

いると聞いたから、じゃああと西３つ残っ

ているから、東ときわ台小学校はやってい

ると、やっていないこの３つを入れるのに

幾らかかるかといったら、人数の少ない吉

川小学校だけ８５万円ぐらいだったかな、

予算を通してやってもらった。工事ですよ。

あとミマモルメのメールについては、生徒

の親御さんが自費で持たなあかんから、強

制はできないから、その人たちがサービス

を受けた人だけが申し込むようにやったと、

僕は記憶しているねんけど。当時は阪神電

鉄がやっていたので、阪神電鉄に行って、

そういう話を聞きつけて、田中龍一さんに

なんやったらどうですかということを勧め

て、彼がやってくれたと僕は承知している

ねんけど。もう一回調べといてください。

やっていたはずですよ。 

○委員長（高尾靖子君） 

  入江こども未来部理事。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  こども未来部、入江でございます。 

  もう一度ちょっと説明させていただきま

すと、これは学校から聞き取りした内容で

すので、まず東能勢小学校では平成２５年

度に保護者がミマモルメの導入を希望され

てということで、教育委員会としては設置

費用は当時阪神電車が負担されるというこ

とで、こちらとしても別にそれを許可しな

いわけじゃないということで設置されたと

聞いております。それは平成２５年度のこ

とだと。 

  その後、東ときわ台小学校においても導

入を希望されていたということで、東とき

わ台小学校が平成２６年度に導入されたと

聞いております。それも業者の負担で。あ

とサービスを受ける際、委員がおっしゃっ

たように、利用料金がかかります。それは

保護者と阪神電車の間の契約でということ

になりますので、そういうことだと思いま

す。 

  その後、残る、さっきは３学校、これは

多分西の３学校のことをおっしゃっている

かと思ったんですけど、小学校については

吉川小学校と光風台小学校が未設置なので、

この点については阪神電車と協議をさせて

いただいたと。ただ吉川小学校は、今おっ

しゃったとおり、子どもが非常に少のうご

ざいますので、設置費用もかかりますので、

協議をして費用の半分程度ということで、

当時、平成２８年度の９月補正で８４万7,

０００円を計上させていただいて、お認め

いただいたと記憶しています。それで設置

をして、小学校については、吉川小学校、

光風台小学校も設置をしたので、小学校は

全て登下校のメールサービスができたとい

うことでございます。 

  その際、中学校の話も出たかもしれませ

んが、私が記憶しておるには、中学校につ

いては、生徒がＩＣタグをあまり持たない

と、親に居場所を分かられたくないのかあ

れなので、中学校は加入率が非常に悪いで

すと、なので採算が取れませんということ

で、阪神電車としては、設置をしたくなか

ったじゃないですけど、そこまではされて

いなかったと記憶しておるんです。だから

現在、中学校は設置しておりません。こち

らは許可しておりませんので、そういう状

況かなと。 

  今回、５、６年が東能勢中学校に下りて

きますので、保護者からのお問合わせもご

ざいましたので、いずれ全て小学生は下り
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てきますから、その分、前倒しというか、

設置を協議申し入れたということでござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかにございませんか。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  永谷です。 

  議案書２１ページ、社会福祉総務費です

ね、その中のまず７番の障害者自立支援事

業、1,７４６万3,０００円、これは増加の

ためと聞いているんですけれども、障害者

の方の人数の増加というふうに聞いており

ますが、実際的にどれぐらいの増加がある

のか、この点についてお願いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  まず、主なものとしまして、在宅介護、

ホームヘルプサービスですね。につきまし

て、当初予算では月２０人ぐらいの予定で

見込んでおりましたが、実際２５人の見込

みになったため、約９５０万円ぐらいの増

加となっている。 

  あと、施設入所支援ということで、こち

らも当初２０人で見込んでおりましたが、

２３人ということで、３人増加したという

ことで７３０万円ぐらいの増加。 

  その他、増減があるものもありますが、

大きな要因はその２点となります。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  あと、続いて１１番の障害児福祉事務事

業、これも通所サービス等で増加している

と聞いているんですけれども、先ほど言い

ましたように、人数的なことで御説明をお

願いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  こちらの主なものとしましては、一番大

きなものが、放課後等デイサービスという

サービスで、当初では月２９件の見込みで

したが、実際に使われている平均が４６件

ということで、こちらの増加によるもので、

約1,３２０万円の増加となっております。

主なものはそちらになります。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  続いて２２ページの未熟児養育医療助成

費ですね。これも増加のためなんですけれ

ども、実質的に今までの状況からどれぐら

い増加しているのか、その点についてお願

いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  未熟児医療に関しましては、対象となる

件数というのは年度によってお一人だった

り、お二人だったりという、本当にごく少

数の方が一定期間入院が継続することによ

って発生する費用ですので、ちょっと年に

よって変動が大きくなっております。 

  直近で言いますと、令和２年度につきま

しては、件数がゼロ件で対象者はおられま

せんでした。令和元年度につきましては、

対象の方お一人で１２万円程度。平成３０

年度につきましてもお一人で１７万円程度

という実績でございます。最近で少し多か



33 

ったのは、平成２８年度で５件の方が対象

になりまして、そのときが４３万円程度と

いうような実績でございます。今年度に関

しましては、対象の方は３名なんですけれ

ども、期間が長い方というか、数か月とい

うような方もおられまして、年間の決算の

見込みが１３６万円程度を見込んでおりま

す。 

  以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかにございませんか。 

（質疑なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

  討論させていただきます。 

  学校の再配置は統廃合の議論は日本全国

で行われておりますけど、ほとんどが少な

い人数になった学校をまとめて、クラス替

えができるように、子どもの人間関係の固

着化を防ぐようなことから行われていると

いうふうに僕は考えています。 

  というのも、少ない少人数学級での教育

も悪いとは思いませんけども、それが一生

続くのであれば別に問題はない。ただ、中

学、高校、大学、社会人となるに従って、

大きな学校で大きな人間関係の中で学ぶと

いうことを考えると、やはり小学校、中学

校の段階からクラス替えのようなものは経

験しておく必要があるんだろうなと、そう

しなければ、よく言われるのが、豊能町で

育った子どもたちは高校に行くとおぼこい

なとか、高校とか大人になってからそうい

う大人数にもまれて、そういう中でうまく

人となじめずにいじめなり、孤立してしま

うとよほど問題が深刻化する。だからそう

いったことから私は複数学級での教育とい

うものは最低限必要なんだろうなと思って

おります。以前からずっと思っておりまし

た。 

  そのため、基本的には１小１中に賛成し

ております。２小２中には反対なんです。 

  以前、令和２年１０月議会の会議の中で、

小中一貫校施設整備事業の設計費用が可決

されたときも、賛成されている議員の中に

は、町長に対して、子どもを持つ家庭の大

胆な増加策を示しなさいよとか、それとか、

東地区でも学校はとりあえず置いてはいい

けども、西地区にも行けるような選択制を

取りなさいよというような、全面的に賛成

ではなくて、条件をつけられている議員の

方もおられます。ということを僕はもっと

積極的に、ただ、条件をつけられているに

もかかわらず、そこら辺がまだ示されたこ

とがないんですね。町長の口から、こうい

ったことをするからにぎわいのある学校生

活を維持することができるというイメージ

が今の現状を見る限り全く浮かんでこない

という状況があります。 

  ただ、今回出されている予算は、５、６

年生が４月から通うための給食の入れ物の

予算であったり、そういうわずかなもので

ありますし、直近の４月から通う子どもた

ちのことを考えると、今回の予算について

は、賛成の方向でいきたいなと。 

  ただ、近い将来、もともとの討論で賛成

された議員の中からも出されました大胆な

増加策であり、そういった条件というもの

をきちんと議会に示していただく。そして

近い将来、もうすぐ直近でまた人数が減っ

たから１小１中の議論にならないような施

策というものを町長に打ち出していただく

ことを期待したいと思います。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかに討論はございませんか。 

  小寺委員。 
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○委員（小寺正人君） 

  １小１中、２小２中の問題は、もう２年

９か月前の町長選挙の争点となっていたわ

けです。それに対して、住民が投票した結

果、選ばれたのが東地区に学校を残すとい

うほうを取られたわけですよね。結果です

よ。１００％じゃないけどね。だから一定

の支持があってこれは決まっていることや

から、それを今ひっくり返すことは混乱を

招くだけと思います。 

  だからそれよりも、それをいかにして前

へ進めるかということをやった方がいいと

思います。 

  ということで、私はもうこれを進めるべ

きと、そう考えています。賛成討論に代え

ます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかにございませんか。 

（討論なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  では、討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（高尾靖子君） 

  挙手全員であります。よって第５３号議

案は原案のとおり可決されました。 

  それでは次に行きます。第５４号議案、

令和３年度豊能町国民健康保険特別会計事

業勘定補正予算（第２回）の件を議題とい

たします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  第５４号議案、令和３年度豊能町国民健

康保険特別会計事業勘定補正予算の件につ

いて説明いたします。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  令和３年度豊能町国民健康保険特別会計

事業勘定補正予算（第２回）でございます。

第１条といたしまして、既定の歳入歳出予

算の総額にそれぞれ8,１３２万3,０００円

を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２８億2,３８２万4,０００円とす

るものです。 

  それでは、今回の補正内容につきまして、

歳出より説明いたします。 

  ７ページをお開きください。 

  款１、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費の１、人件費事業の２０９万円

の減額は、人事異動に伴う所要額等につき

まして給与費を補正するものです。 

  ２、国民健康保険事務事業、２３９万2,

０００円は、未就学児の均等割を５割軽減

とする制度改正への対応等のため、国保シ

ステムを改修するものでございます。 

  ８ページを御覧ください。 

  款２、保険給付費、項１、療養諸費、目

１、一般被保険者療養給付費、4,５３８万2,

０００円は、一般被保険者療養給付に係る

費用が当初予算を上回る見込みであるため、

これを増額するものです。 

  項２、高額療養費、目１、一般被保険者

高額療養費、2,８８３万1,０００円は、一

般被保険者高額療養費給付にかかる費用が

当初予算を上回る見込みであるため、これ

を増額するものです。 

  ９ページを御覧ください。 

  項４、出産育児諸費、目１、出産育児一

時金、１６８万円は、出産の際に支給する

出産育児一時金が当初予算を上回る見込み

であるため、これを増額するものです。 

  目２、支払手数料、1,０００円は、先ほ

ど申し上げた出産育児一時金の審査件数が

当初予算を上回る見込みであるため、これ

を増額するものです。 
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  同じく９ページの下段、款９、予備費、

項１、予備費は５１２万7,０００円の補正

を行うものです。 

  次に、歳入について説明いたします。 

  ６ページへお戻り願います。 

  款５、府支出金、項１、府補助金、目２、

保険給付費等交付金の7,８２８万6,０００

円は、先ほど歳出で申し上げました、一般

被保険者療養給付費、一般被保険者高額療

養費、出産育児一時金及び支払手数料に要

する費用として交付される普通交付金及び

国保システムの改修費に要する費用として

交付される調整交付金でございます。 

  下段の款６、繰入金、項１、他会計繰入

金、目１、一般会計繰入金、３０３万7,０

００円は、保険料軽減等に要した費用につ

いて、国、府、町の負担分として一般会計

から繰り入れる保険基盤安定繰入金、４０

０万7,０００円と、先ほど歳出で申し上げ

ました人件費の減額に伴い減額する職員給

与等繰入金、２０９万円の減額及び、先ほ

ど歳出で申し上げました出産育児一時金の

町負担分として一般会計から繰り入れる１

１２万円でございます。 

  説明は以上です。 

  御審査いただき、御決定くださいますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  ９ページの出産育児一時金給付事業でご

ざいますけれども、これは１６８万円とす

れば、一人４２万円で４名の方に対する事

業交付金ですね。当初より上回ったという

ことですが、当初は何名ぐらいを想定され

ていたのかお願いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  出産育児一時金につきましては、国民健

康保険の被保険者でお子さんがお生まれに

なった方が対象になっておりまして、例年

の実績等から２名分を当初予算としており

ました。 

  以上でございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  ２名分ですよね。これって予算ですから

年間に何名ぐらい出産するかということで

予算を組むと思うんですけれども、２名と

いうのはどのように考えたんですか。もっ

と多いんじゃないですか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  この事業の対象は、国民健康保険の被保

険者のみとなりますので、例年の実績から

当初予算を組んでおります。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  失礼しました。国保の関係の方が当初は

２名だったけれども、４名に増えたという。

違うわ、２名から４名分増えていますので、

結果的には６名になるんですかね。その計

算でいいんですかね。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  はい、委員おっしゃるとおり、６名分と

して予算を補正するものです。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかに御質問はありませんか。 

（質疑なし） 
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○委員長（高尾靖子君） 

  ないようですので、質疑を終結いたしま

す。 

  これより討論を行います。 

（討論なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（高尾靖子君） 

  挙手全員であります。よって第５４号議

案は原案のとおり可決されました。 

  次に行きます。第５５号議案、令和３年

度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設

勘定補正予算（第３回）の件を議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  第５５号議案、令和３年度豊能町国民健

康保険特別会計診療所施設勘定補正予算の

件について説明いたします。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  令和３年度豊能町国民健康保険特別会計

診療所施設勘定補正予算（第３回）でござ

います。第１条といたしまして、既定の歳

入歳出予算の総額にそれぞれ４３１万円を

増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１億1,６５８万5,０００円とするも

のです。 

  それでは、今回の補正の内容につきまし

て、歳出から説明いたします。 

  ７ページをお開きください。 

  款１、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費の４３１万円は、人事異動に伴

う所要額等につきまして、給与費を補正す

るものです。 

  歳出は以上です。 

  次に、歳入の説明をいたします。 

  ６ページを御覧ください。 

  款４、繰入金、項１、繰入金は、先ほど

歳出で申し上げました人件費につきまして、

一般会計から繰り入れするものでございま

す。 

  説明は以上です。 

  御審査いただき、御決定くださいますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  歳出の人件費事業ですけど、これは全協

で３人の職員の方の関係で人件費事業が出

てきたということで聞いておりますけども、

職種は一般職と聞いているんですけれども、

その一般職の中でもいろいろあると思うん

ですけれども、どういう職種の方か教えて

ください。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  事務職員でございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  その中で３番の特殊勤務手当があるんで

すけど、特殊勤務手当、これって実質的に

事務員さんが関わるどういう特殊勤務があ

るのか、この点についてお伺いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ちょっとお待ちください。 

  その間にほかにございませんか。 

  暫時休憩にします。 

（午後１時１５分 休憩） 
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（午後１時１６分 再開） 

○委員長（高尾靖子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  こちらの特殊勤務手当につきましては、

医師の研究手当でございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかにございませんか。 

（質疑なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  ないようですので、質疑を終結いたしま

す。 

  これより討論を行います。 

（討論なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（高尾靖子君） 

  挙手全員であります。よって第５５号議

案は原案のとおり可決されました。 

  次に行きます。第５６号議案、令和３年

度豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回）の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  第５６号議案、令和３年度豊能町後期高

齢者医療特別会計補正予算の件について説

明いたします。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  令和３年度豊能町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ８３万8,０００円を

増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ５億8,０３５万5,０００円とするも

のです。 

  それでは、今回の補正の内容につきまし

て、歳出から説明いたします。 

  ７ページをお開きください。 

  款２、後期高齢者医療広域連合納付金、

項１、後期高齢者医療広域連合納付金、８

３万8,０００円は、本町が徴収した保険料

に相当する額を後期高齢者医療広域連合に

納める後期高齢者医療広域連合納付金につ

いて、保険基盤安定繰入金が増額となる見

込みであるため、同額を増額するものです。 

  歳出は以上です。 

  次に、歳入の説明をいたします。 

  ６ページを御覧ください。 

  款３、繰入金、項１、一般会計繰入金、

目２、保険基盤安定繰入金、８３万8,００

０円は、保険料の軽減に要した費用につい

て、府、町の負担分として一般会計から繰

り入れる保険基盤安定繰入金の増額分で、

先ほど歳出で説明いたしました後期高齢者

医療広域連合納付金に充てるものでござい

ます。 

  説明は以上です。 

  御審査いただき、御決定くださいますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（質疑なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  ないようですので、質疑を終結いたしま

す。 

  これより討論を行います。 

（討論なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 
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  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（高尾靖子君） 

  挙手全員であります。よって第５６号議

案は原案のとおり可決されました。 

  次に行きます。第５７号議案、令和３年

度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予

算（第２回）の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  第５７号議案、令和３年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定補正予算の件について

説明いたします。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  令和３年度豊能町介護保険特別会計事業

勘定補正予算（第２回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ9,８８６万3,０００

円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２４億4,３１６万2,０００円と

するものです。 

  それでは、今回の補正内容につきまして

歳出より説明いたします。 

  ９ページをお開きください。 

  款１、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費の６４万円は人事異動に伴う所

要額等につきまして給与費を補正するもの

です。 

  １３ページを御覧ください。 

  款４、地域支援事業、項２、一般介護予

防事業費、目１、一般介護予防事業費、５

０万円の減額は、人事異動に伴う所要額等

につきまして給与費を補正するものです。 

  下段の項３、包括的支援事業費・任意事

業費、目１、包括的支援事業費、４３０万

円の減額は、人事異動に伴う所要額等につ

きまして給与費を補正するものです。 

  １４ページを御覧ください。 

  目５、任意事業費、７０万円の減額は、

人事異動に伴う所要額等につきまして給与

費を補正するものです。 

  １５ページを御覧ください。 

  款５、基金積立金、項１、基金積立金、

目１、介護給付費準備基金積立金、１億3,

３７２万3,０００円は、令和２年度の介護

保険料余剰分を基金に積み立てるものです。 

  なお、１０ページの款２、保険給付費か

ら１２ページの款４、地域支援事業費、項

１、介護予防・生活支援サービス事業費ま

での各項目は、先ほど説明しました人事異

動に伴う給与費の補正による財源振替を行

うものです。 

  歳出は以上です。 

  次に、歳入について説明いたします。 

  ８ページを御覧ください。 

  款８、繰越金、項１、繰越金、１億３７

１万5,０００円は、令和２年度決算におけ

る繰越金で、歳出で説明しました基金積立

ての財源とするものです。 

  ６ページの款１、保険料から８ページ款

６、繰入金までの各費目は、先ほど歳出で

説明しました人事異動に伴う給与費の補正

により財源振替を行うものです。 

  説明は以上です。 

  御審査いただき、御決定くださいますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。 

  それでは、本件に対する質疑を行います。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  永谷です。 

  １５ページの介護保険運営事業積立金で

すけど、令和２年度の余剰金ということで

聞きました。実質的に令和２年度の剰余金
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を合計して、今、実質どれだけの積立金が

あるのか、お伺いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  令和２年度の余剰金の積立て後の基金の

残高の見込み額を申し上げます。７億3,９

９９万1,６３２円でございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  この積立金はいつまで目標とする。もう

ずっとこのまま積み立てていくのか、２０

２５までで一旦区切って、それからどう判

断して、どう使うのか分かりませんけれど

も、ある程度の目標があると思うんですけ

れども、それについてお伺いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  この介護保険の準備基金につきましては、

今後、高齢者の増加、特に後期高齢者の増

加などを見込みまして、介護保険の給付費

等が急激に増加する見込みでありますので、

そこに向けて計画的に取り崩して活用して

いくものでございます。 

  介護保険は３年ごとの事業計画を策定し

ておりますが、現在の計画は令和３年度か

ら５年度までが事業計画の期間となってお

りますが、この期間中に1,２００万円程度

の取り崩しを予定しております。 

  今年度につきましては、計画の初年度と

いうこともありまして、取り崩しの必要は

ないものと思っておりますが、状況を見な

がら取り崩しの時期を判断していきたいと

思っております。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  ということは、ずっと引き続いて余剰金

については積み立てをやっていくという考

えでいいんですね。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  保険料の余剰額というのは、その年度ご

との保険料の収納額とあと介護保険の給付

等に使用した費用の差額ということになっ

てまいりますので、その年度ごとに余剰金

というものが判明してまいります。委員が

おっしゃるとおり、その中で余剰金として

出てきたものにつきましては、今後も積み

立てをしていきます。ただ、保険料にも影

響するところでもございますので、計画的

に取り崩しも行っていくというような、取

り崩しも行いながら、積み立ても行ってい

くと、そういう動きになるかと思っており

ます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  ちょっと説明が分からないんですが、取

り崩しながら積み立てていくという、そこ

ら辺のところをもうちょっと詳しくお願い

できませんか。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  保険料の収納額と介護保険に使用した給

付費のバランスが、余剰金が出たときに関

しましては積み立てということになります。

不足する場合には取り崩しということにな

ります。 

  先ほど申し上げました、計画的な取り崩
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しと言いますのは、３年ごとの事業計画を

策定するときに、この数年間については、

余剰金を積み立てるという内容で取り崩し

は行わないという内容で進めてまいりまし

たが、今後の給付費の伸びなどを見まして、

その事業計画を策定するときに、取り崩す

ことを想定しながら、保険料のバランスを

取っていくというようなことを考えており

ます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  もう一度聞きますか。 

  吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

  すみません、新人でちょっと分からない。

保険料を考えながらと言われて、その保険

額、それはちょっと私理解できない。すみ

ません。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  保険料の決定の仕組みについて説明させ

ていただきます。介護保険は３年ごとに事

業計画を立てます。その中で、介護給付費

に必要な額がまず見込みとしてありまして、

それに対して、人口の構成ですとか、所得

の状況とかを判断して、保険料をどれだけ

集めなければいけないかということを計算

するんですけれども、そのときに被保険者

の方の一人当たり分に割り戻した負担分が

保険料となるんですけれども、そのときに

保険料全体として必要な額から、基金の取

り崩し額を差し引くことによって、一人一

人が負担しないといけない保険料の額とい

うのが下がってくると、そういう仕組みに

なっております。 

  ですので、その基金の取り崩しも念頭に

置きながら、保険料が急激に上がらないよ

うなことを考えながら、計画的に取り崩し

をしていくということです。 

  説明が十分でなく申し訳ありませんでし

た。 

○委員長（高尾靖子君） 

  ほかに。 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  ８ページと１５ページかな。ちょっと見

ていただきたいんですけど、繰越金ってあ

りますよね。それは翌期に繰り越すお金や

ね。余ってるねんね、それね。繰り越しす

るんやから。余ってなかったら繰り越せな

いですよね。余ってますよね。 

  同時に、こっち側の基金積立金、余って

いるから積み立てているんですよね。同じ

ような金額が上がっているけど、微妙に違

うけど、実際に余っているお金っていうの

はこの倍あると、２億何がしかあるという

ことになりますよね。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  まず、８ページに記載されております繰

越金につきまして、これは令和２年度に徴

収した保険料の額から給付費に関して、被

保険者が負担する額を差し引いたものとい

うことになります。 

  これを前年度から繰り越して、令和３年

度の歳入といたしますので、その分を基金

に積み立てるという意味で、ほぼ同額が積

立金となるものです。 

  金額に少し差があるのは、当初予算で少

しの費用を計上しておりますので、そこと

の調整などのために多少差額が生じており

ます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 
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  繰り越してきますやんか、ゼロでくるこ

となんか普通ないですよね。ところが、今

のあれでいくと、繰越しはほとんどないと、

現実にはこないと、全部積み立ててるねん

から。ほぼ同じ金額でしょう。その差額は

何かを支出しているからというお話やった

から、この１億３７０万円ほどあるわね。

それと似たような金額が基金積立てに回っ

ているということは、ほとんど期首には前

期からの繰越金はないと、なしでやってい

ると、そういう意味ですかね。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  この８ページの繰越金というのは、令和

２年度に余剰金として生じたものですので、

それを令和３年度に繰り越した上で、その

３年度に基金に積むという流れになってお

ります。 

  令和３年度につきましては、この繰越金

とは別の収入があり、給付費がございます

ので、またそのバランスを翌年の令和４年

度に、もし余剰があれば繰越しをするとい

う形になります。 

○委員長（高尾靖子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  吉田委員に説明していた話、ちょっと公

会計だからよく分からんのやけど、必ず歳

入の部分があって、歳出の部分があると。

歳出の部分、これだけ必要だからこれだけ

分入れてこなあかんと、そういう発想です

よね。そのときにこれだけ要るから一人頭

これだけ上げてもらわな困ると、そういう

発想ですよね。 

  しかしながら、その積立金というか、基

金があるから、それも考慮しながら、差額

を合わせるために歳入のところに繰越金を

何ぼか持ってくると、そういう話ですかね。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  先ほど、吉田委員の質問にお答えした中

での説明は、あくまでも事業計画を策定す

るときの話でございます。その計画に基づ

き、各年度の事業を運営していくわけです

が、事業計画を立てるときには、給付費に

ついても保険料の収納額につきましても、

見込みというか、例えば３年間の見通しに

よって計画を立ててまいります。 

  今回、この補正予算というのは、その事

業計画策定の話ではなく、実際にその年、

その年度ごとに給付費にどれだけ必要で、

保険料が幾ら収納できたかという実績を基

に繰越金が決まりますので、この８ページ

に記しておりますこの繰越金というのは、

計画時とか推計値とかそういったことでは

なく、実際に令和２年度に差額が生じて繰

越金となったものの額でございます。これ

はもう確定値になります。その額を令和３

年度に余剰金として繰り越しましたので、

その確定した額を令和３年度に積み立てる

ということです。 

  この積立てとは別に、令和３年度は３年

度の予算ということで動いておりますので、

これは令和３年度の給付費見込みと保険料

の収納の見込みで、今、進行しているとこ

ろですけれども、こちらもまた令和３年度

が終了するときには、実績値として、給付

費がどれだけだったか、保険料がどれだけ

収納できたかということが確定値としてま

た出てまいりますので、その段階で次の令

和４年度に繰り越し、これはまた確定値と

して繰り越しするという流れになります。 

○委員長（高尾靖子君） 

  永谷委員。 
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○委員（永谷幸弘君） 

  私が理解しておりますのは、８ページは

歳入ですよね。ですから引いたのが令和２

年度の決算、決算の額がここで歳入でまず

入ってきました。令和３年度の１５ページ

につきましては、基金積立金に、金額が8,

０００円ほど違いますけれども、この金額

を積立金のほうに積みますよと、出します

よという解釈をしているんですが、その解

釈でいいですかね。 

○委員長（高尾靖子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  はい、永谷委員がおっしゃったとおりで

ございます。 

○委員長（高尾靖子君） 

  よろしいですか。 

（質疑なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  それでは質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（討論なし） 

○委員長（高尾靖子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（高尾靖子君） 

  挙手全員であります。よって第５７号議

案は原案のとおり可決されました。 

  以上で本委員会に付された案件は全て終

了いたしました。 

  引き続きその他について、委員間の討議

を行う事項は何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（高尾靖子君） 

  それでは、以上をもって委員会を閉会し

たいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（高尾靖子君） 

  異議なしと認めます。 

  よって本委員会は閉会することに決定い

たしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  本委員会の閉会に当たり、町長より御挨

拶をいただきます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  本日、常任委員会におきまして、慎重に

御審議をいただきましてありがとうござい

ました。全てお認めをいただきました。 

  その間、いろいろな御意見がたくさんご

ざいました。慎重に受け止め、そしてしっ

かりと適切に執行していきたいと存じます。 

  本日はどうもありがとうございました。 

○委員長（高尾靖子君） 

  長時間、皆様、お疲れさまでございまし

た。 

  これをもって令和３年豊能町議会１２月

定例会議福祉教育常任委員会を閉会いたし

ます。 

  どうもお疲れさまでございました。 

 

午後１時４４分 閉会 
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